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〈
共
同
研
究
報
告
〉

年
官
ノ
ー
ト

磐　

下　
　
　

徹

は
じ
め
に

年
官
と
は
、天
皇
と
そ
の
親
族
、お
よ
び
参
議
以
上
の
公
卿
ら
を
給
主
と
し
、

彼
ら
に
諸
国
の
掾
・
目
・
史
生
を
中
心
と
し
た
官
職
の
実
質
的
な
任
命
権
を
与

え
、
希
望
者
か
ら
任
料
を
と
っ
て
当
該
官
職
に
推
薦
・
任
官
さ
せ
る
制
度
の
こ

と
で
あ
る
。

年
官
の
基
礎
的
研
究
と
し
て
は
、
時
野
谷
滋
氏
の
研
究
が
挙
げ
ら
れ
る
。
氏

は
年
爵
と
と
も
に
、
そ
の
本
質
を
「
反
律
令
的
俸
禄
」
と
位
置
づ
け
、
さ
ら
に

年
官
が
九
世
紀
か
ら
確
認
さ
れ
、
宇
多
朝
に
お
い
て
整
備
・
確
立
さ
れ
た
と
い

う
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る（

１
）。

ま
た
尾
上
陽
介
氏
は
、
給
主
の
血
縁
者
や
身
辺
に

仕
え
る
者
を
任
官
さ
せ
る
事
例
が
多
い
こ
と
を
指
摘
し
、
俸
禄
的
側
面
の
み
な

ら
ず
、
権
力
関
係
や
社
会
関
係
の
維
持
・
構
築
な
ど
、
多
面
的
・
複
合
的
側
面

を
有
し
て
い
た
こ
と
を
強
調
し
て
い
る（
２
）。
こ
れ
ら
の
先
学
は
、
年
官
の
多
面
的

な
性
格
を
明
ら
か
に
し
た
重
要
な
成
果
で
あ
る
。
し
か
し
、
前
者
は
俸
禄
制
度

の
一
つ
と
し
て
、
後
者
は
貴
族
社
会
の
権
力
・
社
会
関
係
に
か
か
わ
る
も
の
と

し
て
年
官
を
と
ら
え
て
お
り
、
意
外
な
こ
と
に
、
年
官
が
古
代
国
家
の
人
事
権

の
一
種
で
あ
る
、
と
い
う
視
点
か
ら
の
分
析
が
十
分
で
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ

る
。『

権
記
』
長
保
二
年
（
一
〇
〇
〇
）
八
月
二
十
五
日
条
の
、「
任
官
者
、
国
家

重
事
也
」
と
い
う
一
条
天
皇
の
発
言
を
俟
つ
ま
で
も
な
く
、
人
事
権
が
国
家
の

在
り
方
と
深
く
か
か
わ
る
と
い
う
こ
と
は
、
時
代
や
地
域
を
超
え
た
普
遍
性
を

備
え
て
い
る
。
だ
と
す
れ
ば
、
年
官
が
ど
の
よ
う
な
特
質
を
持
っ
た
人
事
権
で

あ
る
の
か
、
と
い
う
点
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
る
こ
と
は
、
日
本
の
古
代
国
家

の
特
質
を
考
え
る
上
で
全
く
無
意
味
な
作
業
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

小
稿
で
は
、
古
記
録
（
日
記
）
や
儀
式
書
な
ど
で
、
年
官
に
か
か
わ
っ
て
登

場
す
る
「
公
卿
給
」
と
い
う
文
書
に
注
目
し
、
年
官
の
人
事
権
と
し
て
の
特
質

を
考
察
し
て
み
た
い
。
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第
一
章　
「
公
卿
給
」
の
基
礎
的
考
察

次
に
掲
げ
た
の
は
『
御
堂
関
白
記
』
寛
弘
五
年
（
一
〇
〇
八
）
三
月
十
日
条

で
あ
る
。（

前
略
）
大
外
記
善
言
申
所
充
文
下
、
給　
二

公
卿
給　
一

。
初
家
請
印
。
下　
二

賜
式
部
丞
資
業
停
任
弁
〔
并
カ
〕
二
合
文　
一

。（
後
略
）

こ
れ
に
よ
る
と
、
こ
の
日
藤
原
道
長
は
、
大
外
記
の
滋
野
善
言
に
所
充
文
と

と
も
に
「
公
卿
給
」
を
、
式
部
丞
藤
原
資
業
に
「
停
任
」
と
「
二
合
」
を
下
し

て
い
る
。
小
稿
で
取
り
上
げ
よ
う
と
し
て
い
る
「
公
卿
給
」
と
は
、
こ
こ
に
見

え
る
「
公
卿
給
」
で
あ
る
。
こ
の
「
公
卿
給
」
は
、「
所
充
文4

」・「
停
任
并
二

合
文4

」
と
と
も
に
下
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
文
書
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
、
後

に
述
べ
る
よ
う
に
公
卿
に
与
え
ら
れ
た
年
官
を
指
す
〝
公
卿
給
〞
の
こ
と
で
は

な
い
。

本
章
で
は
、
年
官
の
考
察
の
前
提
と
し
て
、
こ
の
「
公
卿
給
」
の
基
礎
的
考

察
を
行
い
た
い
。

第
一
節　
「
公
卿
給
」
の
実
例

前
田
尊
経
閣
文
庫
所
蔵
巻
子
本
『
北
山
抄
』
巻
三
拾
遺
雑
抄
上
（
乙
本
）
の

勘
物
に
は
、
次
の
よ
う
な
史
料
が
見
え
て
い
る
（〈　

〉
内
は
割
書
、以
下
同
じ（
３
））。

　

公
卿
給
等

　

天
暦
三
年
五
月
二
日
除
目

　

三
宮
御
給
（
割
書
中
略
）「
内
給
在　
二

此
内　
一

。
国
次
書　
レ

之
。」

　
　

内
匠
少
允
藤
原
当
相
〈
中
宮
当
年
御
給
。〉

　
　

治
部
少
丞
藤
茂
世
〈
陽
成
院
当
年―

―

。〉

　
　

加
賀
権
掾
江
沼
忠
純
〈
停　
二

朱
雀
院
承
平
六
年
内
給
、
今
年
正
月
所　
レ

任

日
置
保
秀　
一

改
任
。〉

　

親
王
以
下
巡
給
・
年
給
等
（
割
書
等
中
略
）

　
　

常
陸
権
少
掾
上
毛
野
惟
平
〈 

停
　
二

按
察
使
藤
原
朝
臣
当
年
給
二
合
、
正

月
所　
レ

任
清
原
興
蔭　
一

改
任
。〉

　
　

紀
伊
権
掾
越
智
種
実
〈 

停　
二

故
斎
宮
英
子
内
親
王
天
慶
六
年
巡
給
二
合
、

其
正
月
所　
レ

任
巨
勢
季
房　
一

改
任
。〉

　
　

大
宰
主
尉
味
真
常
茂
〈 

停　
二

参
議
保
平
朝
臣
天
慶
六
年
給
、
同
七
年
二

月
所　
レ

任
佐
伯
助
直　
一

改
任
。〉

　
　

筑
後
権
掾
村
主
実
代
〈
兵
部
卿
親
王
去
年
巡
給
二
合
所　
レ

任
。〉

　
　
　
　

権
掾
葛
木
直
郷
〈 

停　
二

斎
院
延
長
七
年
禊
祭
料
、
去
年
正
月
所　
レ

任

父
氏
直　
一

改
任
。〉

　
　

豊
後
権
掾
秦
脩
名
〈
尚
侍
藤
原
朝
臣
去
年
給
二
合
、
同
年
正
月
以　
二

件

脩
名　
一

任　
二

日
向
掾　
一

、
今
改　
二

彼
国　
一

所　
レ

任
。〉

　
　
　
　
　

天
暦
三
年
五
月
廿
一
日

　

ま
た
、『
江
次
第
鈔
』
巻
四
直
物
は
、

　
　

一
公
卿
給
書
様

　
　
　

年
月
日
除
目

　
　
　

三
宮
御
給

　
　
　
　

官
姓
名
〈
臨
時
内
給
〉
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親
王
公
卿
巡
給
年
給

　
　
　
　

官
姓
名
〈
権
大
納
言
藤
原
朝
臣
当
年
給
〉

　
　
　
　
　

年
月
日

と
い
う「
公
卿
給
」の
書
様
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
両
者
を
比
較
す
る
と
、

そ
の
書
様
は
一
致
し
、『
北
山
抄
』
に
見
え
る
「
公
卿
給
等
」
で
始
ま
り
、
天

暦
三
年
（
九
四
九
）
五
月
二
十
一
日
の
日
付
を
持
つ
文
書
が
、「
公
卿
給
」
の

実
例
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
だ
ろ
う（
４
）（

た
だ
し
「　

」
内
な
ど
は
後
の
書
き
入
れ

部
分
）。
そ
し
て
『
江
次
第
鈔
』
に
は
、「
公
卿
給
」
の
書
様
に
続
き
、

三
宮
御
給
中
、
内
給
・
院
宮
・
三
后
・
春
宮
・
准
后
等
当
年
・
臨
時
・
未

給
・
名
替
・
国
替
已
下
諸
官
〔
給
ィ
〕
如　
二

大
間
尻
付　
一

任　
二

次
第　
一

書

　
レ

之
。
親
王
公
卿
巡
給
年
給
（
中
略
）
女
御
・
親
王
・
公
卿
当
年
・
臨
時
・

未
給
・
名
替
・
国
替
以
下
諸
給
書　
レ

之
。（
後
略
）

と
記
し
、
こ
の
文
書
に
は
、
内
給
以
下
、
公
卿
の
年
官
に
至
る
ま
で
の
全
種
類

の
年
官
に
よ
る
任
官
が
、
大
間
書
の
尻
付
に
し
た
が
っ
て
列
記
さ
れ
る
と
し
て

い
る
。
実
際
に
、『
北
山
抄
』
所
引
の
天
暦
三
年
「
公
卿
給
」
は
、
冒
頭
に
あ

る
よ
う
に
天
暦
三
年
五
月
二
日
の
除
目（
５
）の
際
の
年
官
に
よ
る
任
官
者
の
み
を
書

き
連
ね
て
い
る
と
考
え
ら
れ
、
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、「
公
卿
給
」
が
除
目
の

際
の
年
官
に
よ
る
任
官
結
果
を
書
き
連
ね
た
文
書
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る（

６
）。

そ

し
て
こ
の
「
公
卿
給
」
は
、
諸
々
の
儀
式
書
等
の
直
物
の
記
載
の
中
に
散
見
す

る
こ
と
か
ら
、
直
物
に
関
連
す
る
文
書
で
あ
る
こ
と
も
知
ら
れ
る
（
次
節
も
参

照
）。し

た
が
っ
て
、
し
ば
し
ば
混
同
さ
れ
が
ち
で
あ
る
が
、
公
卿
を
給
主
と
し
た

年
官
の
名
称
で
あ
る
〝
公
卿
給
〞
と
は
全
く
異
な
る
も
の
で
あ
る（
７
）。

小
稿
で
は
、

公
卿
の
年
官
と
区
別
す
る
た
め
、「　

」
で
括
っ
て
文
書
と
し
て
の
「
公
卿
給
」

を
表
現
し
た
い
と
思
う
。

で
は
、
こ
の
「
公
卿
給
」
は
、
誰
の
手
に
よ
っ
て
ど
の
よ
う
に
作
成
さ
れ
、

ま
た
ど
の
よ
う
に
用
い
ら
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
こ
で
次
節
で
は
、
儀
式
書
類

や
古
記
録
を
用
い
な
が
ら
「
公
卿
給
」
の
作
成
法
・
使
用
法
を
確
認
し
て
い
き

た
い
と
思
う
。

第
二
節　

儀
式
書
・
古
記
録
に
見
る
「
公
卿
給
」
の
作
成
法
と
使
用
法

「
公
卿
給
」は
、
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
直
物
で
用
い
ら
れ
る
文
書
で
あ
る
。

直
物
と
は
、
除
目
の
結
果
を
記
し
た
召
名
（
清
書
）
の
誤
り
を
正
す
政
務
で
、

外
記
が
事
前
に
誤
り
を
ま
と
め
た
勘
文
（
直
物
勘
文
）
を
作
成
し
、
こ
れ
を
も

と
に
陣
座
で
上
卿
の
指
示
の
も
と
、
参
議
が
召
名
を
訂
正
す
る
と
い
う
政
務
儀

礼
で
あ
る
。
勘
文
以
外
に
も
、
名
替
・
国
替
・
未
給（
８
）の
申
文
も
提
出
さ
れ
、
年

官
に
よ
る
任
官
内
容
の
変
更
も
行
わ
れ
た
。
ま
た
同
時
に
、小
除
目（
臨
時
除
目
）

が
行
わ
れ
る
こ
と
も
多
い（
９
）。

そ
の
「
公
卿
給
」
に
つ
い
て
、
主
だ
っ
た
儀
式
書
類
の
直
物
の
記
述
の
中
か

ら
、
基
礎
的
史
料
を
抜
粋
す
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

Ⅰ
『
西
宮
記
』
巻
二
直
物

二
省
以　
二

除
目
正
文　
一

、
返　
二

上
外
記　
一

。
Ⓐ
執
筆
大
臣
、
作　
二

公
卿
給　
一

下　
二

外
記　
一

。
Ⓓ
々
々
加　
二

検
察　
一

、
勘　
二

出
失
錯　
一

。
Ⓐ
大
臣
定　
レ

日
着　
レ

陣
、
召　
二

外
記　
一

令　
レ

進　
二

勘
文　
一

。
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Ⅱ
『
北
山
抄
』
巻
一
直
物
事
（〈　

〉
内
は
割
書
、
以
下
同
じ
）

Ⓐ
大
臣
作　
二

公
卿
給　
一

、
Ⓑ
副　
二

二
合
・
停
任　
一

、
給　
二

外
記　
一

。〈
二
合
・

停
任
、
又
給　
二

式
部　
一

。〉
Ⓓ
二
省
以　
二

召
名
々
簿　
一

返　
二

上
外
記　
一

。
外
記
勘　
二

其
失
錯　
一

儲
候
。
Ⓐ
大
臣
〈
謂　
下

行　
二

除
目　
一

上
卿　
上

。〉
定　
レ

日
着　
レ

陣
。

Ⅲ
『
江
家
次
第
』
巻
四
直
物

Ⓐ
Ⓑ
執
筆
大
臣
令　
レ

作　
二

公
卿
給
・
二
合
・
停
任
等　
一

給　
二

於
外
記　
一

、
Ⓓ
外

記
作　
二

儲
直
物
〔
勘
イ
ア
リ
〕
文　
一

。

Ⅲ，『
江
次
第
鈔
』
巻
四
直
物

　

執
筆
大
臣
令
作
公
卿
給
云
云

Ⓐ
執
筆
大
臣
者
、
奉　
二

仕
当
年
除
目　
一

之
上
卿
也
。
Ⓒ
件
二
合
・
停
任
勘

文
、
大
臣
家
司
中
知　
二

故
実　
一

者
所　
レ

作
也
。（
中
略
）Ⓓ
二
省
以　
二

召
名　
一

返　
二

上
外
記　
一

云
云
。
以　
二

此
公
卿
給　
一

加　
二

検
察　
一

勘　
二

出
失
錯　
一

云
云
。

Ⅳ
『
除
目
抄
（
師
弘
除
目
抄）

10
（

）』

　

一
直
物
。（
割
註
略
）

Ⓐ
被　
レ

行　
二

除
目　
一

大
臣
。〈
先
作　
二

公
卿
給　
一

、
Ⓑ
下　
二

外
記　
一

。
Ⓓ
外
記
以

　
レ

之
作　
二

直
物
勘
文　
一

。〉
Ⓐ
参　
二

着
仗
座　
一

。（
後
略
）

（
中
略
）

　

一
公
卿
給
事
。（
割
書
略
）

Ⓐ
執
筆
大
臣
、
除
目
月
若
次
月
之
間
、
作　
二

公
卿
給　
一

、
Ⓑ
下　
二

給
大
外

記
一

。
大
外
記
召　
二

具
式
部
丞　
一

参　
二

里
第　
一

。
以　
二

上
﨟
家
司　
一

給　
レ

之
。
或

召
二

簾
下　
一

自
給　
レ

之
。
六
位
外
記
参
之
時
、
以　
二

家
司　
一

〈
衣
冠
。〉

給
レ

之
。
Ⓑ
公
卿
給
中
〈
ニ
〉
二
合
・
停
任
巻
籠
〈
天
〉
給　
レ

之
。
式
部
丞

〈
ニ
ハ
〉
二
合
中
〈
ニ
〉
停
任
巻
籠
〈
天
〉
給　
レ

之
、
不　
レ

給　
二

公
卿
給　
一

。

Ⅴ
『
直
物
抄）
11
（

』

　

公
卿
給
并
二
合
・
停
任
勘
文
事

Ⓐ
奉　
二

仕
執
筆　
一

之
大
臣
、
兼
日
作　
二

件
勘
文　
一

。〈
其
躰
見　
二

第
二
巻　
一

。

Ⓒ
家
司
中
知　
二

故
実　
一

之
者
作　
レ

之
。
治
安
三
年
小
野
右
府
令　
二

大
外
記
頼

隆
作　
　一
レ

之
。
依　
二

家
司　
一

也
。
公
卿
給
一
通
、
二
合
・
停
任
各
二
通
也
。〉

Ⓑ
召　
二

外
記　
一

、
給　
二

公
卿
給
・
二
合
・
停
任
勘
文　
一

。〈
召　
二

里
亭　
一

給
レ

之
。
大
外
記
有　
レ

便
。〉

　
　

又
召　
二

式
部
丞　
一

、
給　
二

二
合
・
停
任
勘
文
許　
一

。

以
上
の
史
料
か
ら
、Ⓐ
「
公
卿
給
」
等
は
当
年
除
目
の
執
筆
大
臣
が
用
意
し
、

そ
の
大
臣
が
直
物
の
上
卿
も
勤
め
る
、
Ⓑ
外
記
に
は
「
公
卿
給
」
と
「
二
合
」、

「
停
任
」
が
、
式
部
丞
に
は
「
二
合
」、「
停
任
」
が
下
さ
れ
る
、
Ⓒ
「
公
卿
給
」、

「
二
合
」、「
停
任
」
は
実
際
に
は
大
臣
の
家
司
が
作
成
す
る
、
Ⓓ
外
記
は
「
公

卿
給
」
を
用
い
て
式
・
兵
部
省
か
ら
返
上
さ
れ
た
召
名
に
検
察
を
加
え
、
勘
文

（
直
物
勘
文
）
を
作
成
す
る
、
と
い
う
四
点
を
指
摘
で
き
る
。

し
か
し
、
こ
こ
で
用
い
た
史
料
の
成
立
時
期
は
、
平
安
〜
室
町
時
代
に
わ

た
っ
て
お
り
、
Ⓐ
〜
Ⓓ
の
事
実
が
い
つ
ま
で
遡
る
の
か
に
つ
い
て
は
検
討
を
要

す
る
。
し
た
が
っ
て
古
記
録
に
よ
る
実
例
と
の
照
合
が
必
要
と
な
る
が
、「
公

卿
給
」
を
下
す
の
が
除
目
の
執
筆
大
臣
で
あ
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
対
象
と
す

べ
き
古
記
録
は
自
ず
と
限
ら
れ
る
。
そ
こ
で
、
平
安
中
期
に
大
臣
の
地
位
に
ま

で
至
っ
た
人
物
の
日
記
で
あ
る
、『
御
堂
関
白
記
』（
藤
原
道
長
）、『
小
右
記
』（
藤

原
実
資
）
の
中
に
見
え
る
「
公
卿
給
」
関
連
記
事
を
ま
と
め
た
の
が
小
稿
末
尾
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の
表
で
あ
る
。

表
を
見
る
と
、
摂
政
が
置
か
れ
て
い
る
時
に
は
や
や
異
な
る
が
、
Ⓐ
の
事
実

は
明
白
で
あ
る
。

ま
た
、
Ⓑ
に
関
し
て
も
、
表
の
③
・
⑩
・
⑫
・
⑬
・
⑯
の
事
例
に
よ
っ
て
確

認
で
き
る）

12
（

。
た
だ
し
⑧
・
⑨―
３
・
⑩―

５
で
は
、
直
物
終
了
後
、
式
部
丞
に
「
二

合
」、「
停
任
」
が
下
さ
れ
て
お
り
、
式
部
に
下
さ
れ
る
二
つ
の
文
書
は
、
直
物

に
直
接
か
か
わ
ら
な
い
と
考
え
ら
れ
よ
う）
13
（

。

一
方
、
⑦
で
は
「
今
日
直
物
由
左
中
弁
〔
一
脱
カ
〕
昨
日
所　
レ

談
。
而
其
後

資
業
云
、
未　
レ

被　
レ

下　
二

公
卿
給　
一

」
と
あ
り
、
直
物
が
延
期
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま

り
、
直
物
は
「
公
卿
給
」
が
外
記
に
下
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
前
提
に
開
催
さ
れ

る
の
で
あ
り
、
⑬―

１
で
は
、「
公
卿
給
」
を
「
直
物
料
」
と
明
記
し
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
事
例
か
ら
、「
公
卿
給
」
は
直
物
に
先
立
っ
て
外
記
が
必
要
と
し
た

文
書
だ
っ
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

次
に
Ⓒ
に
関
し
て
は
、
⑩―

１
・
⑫―

１
・
⑬―

１
・
⑭―

１
の
事
例
が
参
考
に

な
る
。
こ
れ
ら
の
例
で
は
、
除
目
で
執
筆
を
勤
め
た
藤
原
実
資
が
、
大
外
記
清

原
頼
隆
に
「
公
卿
給
」
を
作
成
さ
せ
、
後
日
改
め
て
頼
隆
に
「
公
卿
給
」
等
を

下
し
て
い
る
。
Ⅴ
の
『
直
物
抄
』
も
指
摘
す
る
よ
う
に
、
頼
隆
は
実
資
の
家
司

で
あ
る）

14
（

。
し
た
が
っ
て
頼
隆
は
、
ま
ず
家
司
と
し
て
「
公
卿
給
」
を
作
成
し
て

提
出
し
た
後
、
改
め
て
大
外
記
と
し
て
「
公
卿
給
」
を
下
さ
れ
て
い
る
の
で
あ

る
。
こ
の
よ
う
に
、「
公
卿
給
」
が
直
物
の
上
卿
を
勤
め
る
大
臣
（
執
筆
大
臣
）

の
家
司
に
よ
っ
て
作
成
さ
れ
る
こ
と
も
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

さ
ら
に
、
こ
れ
ら
の
事
例
は
、「
公
卿
給
」
の
作
成
材
料
も
示
し
て
い
る
。

⑩―

１
に
は
「
大
間
并
公
卿
給
成
文
等
給　
二

大
外
記
頼
隆　
一

。
為　
レ

令　
レ

作　
二

公
卿

給　
一

」
と
あ
り
、「
公
卿
給
」
を
作
成
さ
せ
る
に
あ
た
っ
て
、
実
資
は
頼
隆
に
大

間
書
と
公
卿
給（
こ
の
場
合
は
年
官
を
指
す
）に
よ
る
任
官
の
か
な
っ
た
申
文（
成

文
）
を
渡
し
て
お
り）
15
（

、「
公
卿
給
」
が
大
間
書
と
公
卿
給
の
成
文
を
も
と
に
作

成
さ
れ
た
こ
と
が
分
か
る
。
ま
た
、
公
卿
給
の
成
文
の
み
用
い
ら
れ
て
い
る
こ

と
か
ら
、「
公
卿
給
」
の
内
容
が
年
官
に
よ
る
任
官
情
報
で
あ
っ
た
こ
と
も
確

認
で
き
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
は
、
前
節
で
示
し
た
天
暦
三
年「
公
卿
給
」や『
江

次
第
鈔
』
の
記
述
と
一
致
し
て
い
る
。

最
後
に
Ⓓ
に
関
し
て
は
、
⑧
の
事
例
が
参
考
に
な
る
。
こ
れ
は
実
資
が
上
卿

を
勤
め
た
直
物
当
日
の
記
録
で
あ
る
が
、

（
前
略
）
任　
二

勘
文　
一

直　
二

召
名　
一

。（
割
書
略
）
除
目
清
書
上
中
納
言
道
方

卿
、
奉　
レ

仰
入　
二

阿
波
介
厶
姓
貞
友　

清
書　
一

。
依　
レ

不　
レ

書　
二

載
大
間　
一

、
不

　
レ

入　
二

公
卿
給　
一

。
仍
外
記
文
義
云
、　

尻
付
不　
レ

能　
二

注
付　
一

者
。（
後
略
）

と
い
う
記
述
が
み
ら
れ
る
。
直
物
勘
文
に
し
た
が
っ
て
召
名
の
訂
正
が
進
め
ら

れ
る
中
、
除
目
清
書
の
際
＝
召
名
作
成
の
際
に
追
加
さ
れ
た
任
官
者
で
あ
る
阿

波
介
厶
姓
貞
友
が
問
題
と
さ
れ
て
い
る
。

『
江
家
次
第
』
巻
四
除
目
の
下
名
儀
の
記
載
に
は
、

（
前
略
）
若
有　
二

追
官
者　
一

、
書　
二

入
於
清
書　
一

。〈
令　
下

外
記
奉　
二

大
間　
一

之
時

申　
中

其
由　
上

。〉
或
有　
下

書　
二

入
大
間　
一

之
人　
上

。
不　
レ

可　
レ

然
。（
後
略
）

と
あ
り
、「
追
官
者
」
は
清
書
（
召
名
）
に
載
せ
る
が
、
大
間
書
に
は
書
き
入

れ
る
べ
き
で
な
い
と
し
て
い
る
。
⑧
の
場
合
も
同
様
に
、
追
官
者
で
あ
っ
た
阿

波
介
厶
姓
貞
友
は
大
間
書
に
追
記
さ
れ
ず
、
し
た
が
っ
て
、
大
間
書
を
も
と
に
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作
ら
れ
る
「
公
卿
給
」
に
も
そ
の
記
載
が
な
か
っ
た
の
で
あ
る）
16
（

。
そ
し
て
こ
の

よ
う
な
事
情
を
背
景
に
、
外
記
は
「
尻
付
」
を
「
注
付
」
で
き
な
か
っ
た
と
主

張
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

で
は
こ
の
「
尻
付
」
と
は
何
で
あ
ろ
う
か
。『
朝
野
群
載
』
巻
四
朝
儀
上
に

収
録
さ
れ
る
治
暦
三
年
（
一
〇
六
七
）
三
月
二
十
五
日
付
の
直
物
勘
文
を
見
る

と
、（

前
略
）
太
政
官　

左
少
史
正
六
位
上
小
槻
宿
祢
祐
俊
〈
可　
下

削　
二

左
字　
一

作
中

右
字　
上

〉（
後
略
）

と
、
召
名
の
訂
正
該
当
部
分
を
抜
き
書
き
し
、
そ
の
あ
と
に
具
体
的
な
訂
正
内

容
を
、
細
字
双
行
（
割
書
）
で
注
記
し
て
い
る
。「
尻
付
」
と
は
、
こ
の
注
記

部
分
の
こ
と
を
指
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
と
す
る
な
ら
ば
、
⑧
で

外
記
が
「
注
付
」
で
き
な
か
っ
た
と
し
て
い
る
の
は
、
具
体
的
な
訂
正
内
容
を

示
し
た
割
書
部
分
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
こ
の
事
例
か
ら
、
召
名

の
記
載
の
う
ち
年
官
に
よ
る
任
官
部
分
に
つ
い
て
は
、
そ
の
誤
り
を
具
体
的
に

提
示
し
て
直
物
勘
文
を
作
成
す
る
に
は
、「
公
卿
給
」
が
不
可
欠
だ
っ
た
と
い

う
こ
と
を
確
認
で
き
る
だ
ろ
う）

17
（

。
こ
の
よ
う
に
Ⓓ
に
つ
い
て
も
、
実
例
か
ら
そ

の
事
実
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

以
上
よ
り
、
Ⓐ
〜
Ⓓ
に
ま
と
め
た
「
公
卿
給
」
の
作
成
法
・
使
用
法
は
、
藤

原
道
長
・
実
資
の
時
代
に
は
概
ね
確
認
で
き
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
よ
う
な

「
公
卿
給
」
の
在
り
方
は
、
遅
く
と
も
十
一
世
紀
に
は
成
立
し
て
い
た
こ
と
に

な
る
。
さ
ら
に
、
史
料
Ⅰ
『
西
宮
記
』
や
史
料
Ⅱ
『
北
山
抄
』
に
、
Ⓐ
・
Ⓑ
・

Ⓓ
の
事
実
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
に
加
え
、『
小
右
記
』長
和
五
年（
一
〇
一
六
）

四
月
四
日
条
（
表
の
⑥―

３―

ｂ
）
に
は
、

（
前
略
）
摂
政
蓮
府
〔
藤
原
道
長
〕
使
資
平
命
云
、
直
物
令　
二

他
上
行　
一

之
時
、
公
卿
給
送　
二

上
卿
許　
一

、
従　
レ

彼
下
給
欤
、
自　
レ

茲
可　
レ

下
欤
。
若
見　
二

貞
信
公
・
清
慎
公
〔
藤
原
忠
平
・
実
頼
〕
御
記　
一

欤
。
可　
二

示
送　
一

者
。
引　
二

見
御
記
等　
一

無　
二

所
見　
一

。
従　
二

摂
簶
御
許　
一

直
下
給
欤
。
大
間
在　
二

摂
政
御

許　
一

。
如　
レ

例
作　
二

公
卿
給　
一

下　
二

給
外
記　
一

欤
。
若
被　
レ

遣　
二

上
卿
許　
一

、
必
可

　
レ

被　
レ

注　
二

其
由　
一

。
而
無　
二

左
右　
一

。
亦
〔
承
平
二
カ
〕
年
二
月
廿
六
日
、
以

　
二

八
条
大
将
〔
藤
原
保
忠
〕
一

被　
レ

令　
レ

行　
二

直
物
事　
一

。
彼
大
将
記
不　
レ

見　
二

其

事　
一

。（
後
略
）

と
見
え
て
い
る）
18
（

。
こ
れ
は
道
長
が
実
資
に
、
摂
政
が
置
か
れ
て
い
る
際
の
「
公

卿
給
」
の
取
り
扱
い
の
先
例
（
藤
原
忠
平
・
実
頼
の
例
）
を
問
い
合
わ
せ
た
記

事
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
実
資
は
傍
線
部
に
見
え
る
よ
う
に
、
忠
平
や
実
頼
も
手

元
の
大
間
書
を
用
い
て
「
公
卿
給
」
を
作
成
し
、
外
記
に
下
し
た
の
で
は
な
い

か
と
返
答
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
忠
平
や
実
頼
の
時
代
か
ら
「
公
卿
給
」
は

除
目
執
筆
の
も
と
で
作
成
さ
れ
た
と
推
測
さ
れ
、
実
際
の
作
成
作
業
を
行
っ
た

の
は
彼
ら
の
家
司
で
あ
っ
た
蓋
然
性
は
高
い
だ
ろ
う
。
こ
れ
ら
を
考
慮
す
れ

ば
、
Ⓒ
の
事
実
も
含
め
、
先
に
指
摘
し
た
「
公
卿
給
」
の
作
成
法
・
使
用
法
を
、

十
世
紀
代
ま
で
引
き
上
げ
て
考
え
て
も
大
過
な
い
だ
ろ
う
。
以
上
が「
公
卿
給
」

の
作
成
法
と
使
用
法
で
あ
る
。

「
公
卿
給
」
の
作
成
法
・
使
用
法
を
も
う
一
度
ま
と
め
る
と
、
次
の
よ
う
に

な
る
（
小
稿
末
尾
の
図
参
照
）。

①
除
目
の
執
筆
大
臣
の
家
司
が
、
大
間
書
と
年
官
成
文
を
も
と
に
、
当
該
除
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目
で
の
年
官
に
よ
る
任
官
者
を
抽
出
・
列
記
す
る
。
こ
れ
が
「
公
卿
給
」

と
な
る
。

②
執
筆
大
臣
は
「
公
卿
給
」
を
外
記
に
下
す
。

③
外
記
は
、
召
名
と
「
公
卿
給
」
や
、
そ
の
他
の
人
事
関
連
資
料
（
後
述
）

を
見
比
べ
、
誤
り
を
勘
出
し
て
ま
と
め
る
。
こ
れ
が
直
物
勘
文
と
な
る
。

④
直
物
当
日
、外
記
は
直
物
勘
文
を
提
出
し
、
そ
れ
に
も
と
づ
い
て
上
卿（
執

筆
）
監
督
の
も
と
、
参
議
が
召
名
を
訂
正
す
る
。

以
下
、
こ
の
「
公
卿
給
」
を
手
が
か
り
に
、
章
を
改
め
て
人
事
権
と
し
て
の
年

官
の
特
質
を
考
え
て
み
た
い
。

第
二
章　
「
公
卿
給
」
か
ら
見
た
年
官
の
特
質

本
章
で
は
、
前
章
で
確
認
し
た
「
公
卿
給
」の
作
成
法
・
使
用
法
を
も
と
に
、

年
官
の
特
質
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
そ
こ
で
、
外
記
の
直
物
勘
文
の
作
成

と
い
う
職
務
に
注
目
し
た
い
。

直
物
勘
文
は
、
除
目
清
書
後
（
召
名
の
作
成
後
）、
式
・
兵
部
省
に
保
管
さ
れ

て
い
た
召
名
が
外
記
に
返
却
さ
れ
、
外
記
が
そ
の
内
容
を
検
察
し
て
誤
字
・
脱

字
な
ど
を
勘
出
し
作
成
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
直
物
勘
文
の
作
成
経
緯
を

検
討
し
、
前
章
で
確
認
し
た
「
公
卿
給
」
に
関
す
る
知
見
も
参
考
に
し
な
が

ら
、
年
官
の
特
質
を
抽
出
し
て
い
き
た
い
。

第
一
節　

外
記
の
職
掌
と
召
名
の
検
察

外
記
に
よ
る
召
名
の
検
察
と
い
う
職
務
は
、
何
に
由
来
す
る
の
だ
ろ
う
か
。

本
節
で
は
こ
の
点
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

そ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
養
老
職
員
令
２
太
政
官
条
で
あ
る
。
そ
こ
に
は

大
外
記
の
職
掌
と
し
て「
検　
二

出
稽
失　
一

」
と
あ
り
、『
令
集
解
』
の
同
条
に
は
「
一

同　
二

神
祇
史　
一

也
」
と
い
う
讃
説
が
引
用
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
養
老
職
員
令

１
神
祇
官
条
を
見
て
み
る
と
、
神
祇
大
史
の
職
掌
に
も
大
外
記
と
同
様
に
「
検

　
二

出
稽
失　
一

」
が
含
ま
れ
て
い
る
。『
令
集
解
』
の
引
用
す
る
諸
説
に
よ
れ
ば
、「
稽

失
」
と
は
判
官
以
上
の
職
務
上
の
過
失
を
意
味
し
て
お
り
、
そ
の
中
で
も
特
に

「
文
案
稽
失
」（
新
令
私
記
・
讃
説
）、「
公
文
之
稽
失
」（
朱
説
）
を
指
す
と
す
る

見
解
も
見
ら
れ
る
。

こ
れ
ら
を
参
照
す
れ
ば
、
召
名
と
い
う
文
書
の
誤
り
を
検
出
す
る
職
務
は
、

養
老
職
員
令
の
定
め
る
「
検　
二

出
稽
失　
一

」
と
い
う
外
記
の
職
掌
に
含
ま
れ
る
と

解
釈
で
き
る
。
し
た
が
っ
て
、
外
記
に
よ
る
召
名
の
検
察
と
い
う
職
務
は
、
令

の
規
定
に
由
来
す
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う）
19
（

。

さ
ら
に
、
平
安
時
代
の
外
記
の
役
割
に
も
注
目
し
て
み
た
い
。
平
安
初
期
に

な
る
と
、
太
政
官
の
権
限
が
拡
大
し
、
外
記
の
役
割
が
重
要
度
を
増
す
よ
う
に

な
る
こ
と
を
古
瀬
奈
津
子
氏
は
論
じ
て
い
る
。
氏
は
除
目
に
関
し
て
も
、『
伝

宣
草
』
下
「
一
下
外
記
宣
旨
」
の
、

凡
任
官
之
間
事
、
一
向
外
記
所　
レ

奉
也
。

と
い
う
記
載
に
見
え
る
よ
う
に
、
外
記
が
除
目
関
連
事
務
の
一
切
を
担
当
す
る

よ
う
に
な
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る）
20
（

。
し
た
が
っ
て
、
除
目
の
結
果
が
記
さ

れ
た
召
名
の
検
察
と
い
う
職
務
は
、
遅
く
と
も
平
安
初
期
以
降
に
は
外
記
の
職

務
と
し
て
定
着
し
て
い
っ
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
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以
上
の
諸
点
か
ら
、
外
記
に
よ
る
召
名
の
検
察
と
い
う
職
務
は
、
令
制
の
規

定
に
淵
源
を
持
ち
、
遅
く
と
も
平
安
初
期
に
は
外
記
の
重
要
な
職
務
の
一
つ
と

し
て
定
着
し
て
い
っ
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
に
考
え

る
と
、
召
名
の
検
察
＝
直
物
勘
文
の
作
成
と
い
う
外
記
の
職
務
は
、
律
令
制
に

根
ざ
し
た
太
政
官
政
務
の
一
つ
と
し
て
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
前
章
で
確
認
し
た
よ
う
に
、
年
官
に
よ
る
任
官
結
果
は
、「
公

卿
給
」
に
よ
っ
て
外
記
の
も
と
に
伝
達
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
で
は
、
年
官
以
外

の
任
官
に
つ
い
て
は
、
外
記
は
ど
の
よ
う
に
し
て
情
報
を
得
て
い
た
の
だ
ろ
う

か
。
ま
た
、
年
官
と
そ
れ
以
外
と
で
、
召
名
検
察
の
た
め
の
手
続
き
に
相
違
が

見
ら
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。
次
節
で
は
、
外
記
が
ど
の
よ
う
に
し
て
召
名
の
検
察

と
い
う
職
務
を
果
た
し
て
い
た
の
か
に
つ
い
て
具
体
的
に
考
察
し
、
こ
の
点
に

つ
い
て
検
討
し
て
み
た
い
と
思
う
。

第
二
節　

外
記
に
よ
る
召
名
の
検
察
方
法

外
記
は
ど
の
よ
う
に
し
て
召
名
の
検
察
を
行
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
召
名

の
誤
り
を
見
つ
け
出
し
、指
摘
す
る
に
は
、召
名
に
記
載
さ
れ
る
べ
き
内
容
（
新

た
な
官
職
と
任
官
者
の
位
階
や
姓
名
）
の
正
確
な
情
報
を
記
し
た
別
の
資
料
と
、

召
名
と
を
突
き
合
わ
せ
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
で
は
外
記
は
一
体
ど
の

よ
う
な
資
料
を
も
と
に
召
名
の
検
察
、
ひ
い
て
は
直
物
勘
文
の
作
成
を
行
っ
て

い
た
の
だ
ろ
う
か
。本
節
で
は
こ
の
点
に
つ
い
て
具
体
的
に
考
察
し
て
み
た
い
。

こ
こ
で
ま
ず
注
目
さ
れ
る
の
が
、
前
章
で
考
察
し
た
「
公
卿
給
」
で
あ
る
。

こ
の
文
書
は
、
直
物
に
先
立
っ
て
外
記
が
必
要
と
し
た
文
書
で
、
そ
の
内
容

は
、
除
目
に
お
け
る
年
官
に
よ
る
任
官
結
果
だ
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
れ
を
も
と

に
直
物
勘
文
が
作
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
、
儀
式
書
や
古
記
録
か
ら
確
認
さ
れ
る

と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
外
記
は
、
召
名
の
年
官
に
よ
る
任
官
記
載
部
分

に
つ
い
て
は
、「
公
卿
給
」
と
召
名
を
突
き
合
わ
せ
る
こ
と
で
そ
の
誤
り
を
勘

出
し
て
い
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
で
は
、
年
官
に
よ
る
任
官
以
外

の
記
載
に
つ
い
て
は
、何
を
参
照
に
そ
の
誤
り
を
勘
出
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。

そ
こ
で
後
世
の
史
料
で
あ
る
が
（
鎌
倉
末
〜
南
北
朝
期
）、『
伝
宣
草
』
の
記

述
に
注
目
し
た
い
。
同
書
下
「
下
式
部
省
宣
旨
」
の
中
に
は
、「
直
物
時
文
官

勘
文
事
」と
い
う
も
の
が
見
え
て
い
る
。
武
官
に
つ
い
て
の
同
様
の
記
載
が「
下

兵
部
省
宣
旨
」
の
中
に
も
見
ら
れ
る
が
、
直
物
に
際
し
、
人
事
担
当
官
司
で
あ

る
式
・
兵
部
省
に
勘
文
の
提
出
を
求
め
る
よ
う
な
命
令
が
出
さ
れ
て
い
た
と
解

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

『
伝
宣
草
』
か
ら
は
、
宣
旨
の
具
体
的
内
容
を
知
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、

素
直
に
解
釈
す
れ
ば
、
式
・
兵
部
省
に
対
し
、
直
物
で
必
要
と
さ
れ
る
情
報
が

記
載
さ
れ
た
文
・
武
官
に
関
す
る
勘
文
の
提
出
を
命
じ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に

な
る
だ
ろ
う
。
と
す
れ
ば
、
直
物
に
必
要
な
情
報
＝
召
名
の
誤
り
を
勘
出
す
る

の
に
必
要
な
情
報
、
即
ち
、
新
任
者
の
正
確
な
官
位
姓
名
の
記
載
な
ど
に
つ
い

て
の
情
報
提
供
が
命
じ
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。
も
し
そ
う
で
あ

れ
ば
、
こ
の
勘
文
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
情
報
が
、
外
記
に
よ
る
召
名
の
検

察
に
用
い
ら
れ
た
可
能
性
を
想
定
で
き
る
が
、
確
証
は
な
い
。
ま
た
、
そ
も
そ

も
式
・
兵
部
省
は
、
外
記
の
検
察
の
材
料
た
り
得
る
よ
う
な
人
事
関
連
資
料
を

有
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
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そ
こ
で
、『
類
聚
符
宣
抄
』
巻
八
任
符
に
収
録
さ
れ
る
次
の
宣
旨
に
注
目
し

て
み
た
い
。

　

但
馬
守
藤
原
朝
臣
忠
憲
〈
召
名
注　
二

忠
制　
一

〉

　

備
中
権
介
弓
削
宿
祢
秋
佐
〈
召
名
無　
二

宿
祢
字　
一

〉

右
民
部
卿
中
納
言
宣
、
件
人
等
召
名
未　
二

改
正　
一

之
間
、
且
印　
二

其
任
符　
一

。

　
　
　
　

仁
和
元
年
三
月
五
日 

　
　
　
　

大
外
記
高
丘
五
常
奉

こ
れ
は
召
名
の
記
載
に
誤
り
の
あ
っ
た
国
司
任
官
者
に
つ
い
て
、
そ
の
誤
り

を
正
し
た
上
で
任
符
の
請
印
を
行
う
よ
う
命
じ
た
宣
旨
で
あ
る
。
こ
こ
で
注
目

す
べ
き
は
、
こ
の
宣
旨
が
傍
線
部
に
あ
る
よ
う
に
「
召
名
未　
二

改
正　
一

之
間
」、

即
ち
直
物
以
前
に
下
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
直
物
以
前
に
す
で

に
召
名
の
誤
り
が
把
握
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
で
は
、
ど
の
よ
う
な
経
緯
で

召
名
の
誤
り
が
把
握
さ
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
任
符
の

発
給
過
程
か
ら
考
え
て
み
た
い
。

任
符
の
発
給
に
関
し
て
は
、
西
本
昌
弘
氏
や
市
大
樹
氏
が
、『
西
宮
記
』
巻

二
除
目
の
、

召
名
、
二
省
以　
二

正
文　
一

上　
二

外
記　
一

。
写　
二

一
通　
一

、
上　
二

任
符
所　
一

、
又
写　
二

一
通　
一

進　
二

蔵
人
所　
一

。

や
、
延
喜
式
部
上
式
23
除
目
簿
案
条
の
、

凡
除
目
簿
案
一
通
、
除
目
後
五
日
内
加　
二

勘
合

4

4　
一

進　
二

弁
官　
一

。

と
い
う
記
載
を
も
と
に
、
弁
官
管
下
の
任
符
所
に
お
い
て
召
名
を
も
と
に
作
成

し
、
発
給
し
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る）
21
（

。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
式
・
兵

部
省
か
ら
外
記
や
弁
官
（
任
符
所
）
な
ど
に
召
名
（
や
そ
の
写
し
）
を
提
出
す

る
際
や
、
実
際
に
任
符
を
作
成
す
る
過
程
で
、
召
名
の
誤
り
が
把
握
さ
れ
得
た

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
延
喜
式
文
に
あ
る
よ
う
に
、
除
目
簿
案
＝
召
名
の
写

し
が
「
勘
合
」
を
加
え
た
上
で
弁
官
に
進
上
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
見
逃
し
て
は

な
ら
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
式
部
省
や
兵
部
省
と
い
っ
た
人
事
担
当
官
司
に

は
、
召
名
の
「
勘
合
」
に
堪
え
る
だ
け
の
情
報
、
即
ち
人
事
に
関
連
す
る
諸
資

料）
22
（

が
備
え
ら
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
だ
ろ
う
。
ま
た
、
任
符

の
作
成
を
担
当
す
る
弁
官
（
任
符
所
）
に
も
、
人
事
関
連
資
料
が
備
え
ら
れ
て

い
た
可
能
性
は
高
い
。

こ
れ
ら
の
点
を
踏
ま
え
れ
ば
、
式
・
兵
部
省
は
、
外
記
が
召
名
に
検
察
を
加

え
る
際
に
使
用
で
き
る
よ
う
な
資
料
を
保
有
し
て
い
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き

る
だ
ろ
う
。
ま
た
、
外
記
局
同
様
、
太
政
官
事
務
を
担
当
す
る
弁
官
局
に
も
、

人
事
関
連
資
料
が
備
え
ら
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
こ
と
や
、
そ
も
そ
も
平
安
初

期
以
降
、
外
記
が
除
目
関
連
事
務
の
一
切
を
担
当
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う

先
学
の
指
摘
を
念
頭
に
置
け
ば
、
外
記
局
に
も
式
・
兵
部
省
同
様
の
人
事
関
連

資
料
が
備
え
ら
れ
て
い
た
と
考
え
る
余
地
は
十
分
に
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
召
名
の
年
官
以
外
の
任
官
記
載
に
つ
い
て
は
、
弁
官
や
外
記

自
身
が
保
有
し
て
い
た
人
事
関
連
資
料
、
あ
る
い
は
式
・
兵
部
省
か
ら
提
供
さ

れ
た
資
料
を
、
召
名
と
突
き
合
わ
せ
な
が
ら
そ
の
誤
り
を
勘
出
し
、
外
記
は
直

物
勘
文
を
作
成
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
こ
こ
で
確
認
し
て

お
き
た
い
の
は
、
年
官
以
外
の
任
官
記
載
に
関
し
て
は
、
弁
官
や
外
記
、
式
・

兵
部
省
と
い
っ
た
律
令
太
政
官
制
の
内
部
に
お
い
て
そ
の
業
務
が
完
結
し
て
い

た
と
看
做
す
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
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一
方
、
年
官
に
よ
る
任
官
記
載
の
検
察
に
は
「
公
卿
給
」
が
用
い
ら
れ
て
い

た
。
そ
し
て
こ
の
「
公
卿
給
」
と
は
、
前
章
で
指
摘
し
た
よ
う
に
、
除
目
で
執

筆
を
勤
め
た
大
臣
が
用
意
す
る
も
の
で
あ
り
、
実
際
に
は
大
臣
家
の
家
司
に

よ
っ
て
作
成
さ
れ
る
も
の
だ
っ
た
。
つ
ま
り
「
公
卿
給
」
と
は
、
大
臣
家
の
家

政
機
関
に
お
い
て
作
成
さ
れ
る
べ
き
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
も
そ
れ
が

外
記
に
下
さ
れ
る
場
所
も
、
基
本
的
に
は
大
臣
の
里
第
で
あ
っ
た）

23
（

。

こ
の
よ
う
に
、
召
名
の
年
官
に
よ
る
任
官
記
載
の
検
察
は
、
太
政
官
制
外
部

か
ら
の
情
報
提
供
を
必
要
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
年
官
に
よ

る
任
官
内
容
の
検
察
と
い
う
業
務
は
、
そ
の
意
味
で
は
律
令
太
政
官
制
の
枠
外

に
あ
る
と
評
価
し
得
る
。
し
か
も
、
直
物
の
開
催
は
、「
公
卿
給
」
が
外
記
に

下
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
必
須
条
件
と
し
て
お
り
（
表
の
⑦
）、
直
物
勘
文
に
具

体
的
な
召
名
の
訂
正
内
容
を
明
記
す
る
に
は
、「
公
卿
給
」
が
不
可
欠
と
さ
れ

て
い
た
こ
と
（
表
の
⑧
）
な
ど
を
勘
案
す
れ
ば
、
外
記
の
召
名
の
検
察
と
い
う

職
務
に
お
け
る
「
公
卿
給
」
の
重
要
性
は
、
看
過
し
得
る
レ
ヴ
ェ
ル
の
も
の
で

は
な
い
。
つ
ま
り
、
外
記
に
よ
る
召
名
の
検
察
と
い
う
同
一
の
職
務
で
あ
っ
て

も
、
年
官
に
よ
る
任
官
か
、
そ
う
で
な
い
か
に
よ
っ
て
、
そ
の
位
置
づ
け
に
は

大
き
な
相
違
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

以
上
、
外
記
に
よ
る
召
名
の
検
察
と
い
う
職
務
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
て
き

た
。
そ
こ
か
ら
明
ら
か
に
な
っ
た
こ
と
は
、
ま
ず
、
こ
の
職
務
が
太
政
官
政
務

の
一
環
と
し
て
令
制
に
そ
の
淵
源
を
持
つ
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ

た
。
そ
の
意
味
で
は
、
年
官
に
よ
る
任
官
で
あ
る
か
否
か
を
問
わ
ず
、
召
名
の

検
察
結
果
が
集
約
さ
れ
た
直
物
勘
文
は
律
令
太
政
官
制
の
産
物
と
い
え
る
。

し
か
し
、
そ
の
具
体
的
な
検
察
方
法
に
目
を
向
け
る
な
ら
ば
、
そ
こ
に
は
大

き
な
違
い
が
見
出
さ
れ
る
。
召
名
の
年
官
以
外
の
任
官
記
載
の
検
察
に
関
し
て

は
、
外
記
自
身
や
弁
官
、
式
・
兵
部
省
と
い
っ
た
律
令
官
司
内
で
完
結
す
る
も

の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
と
こ
ろ
が
こ
れ
に
対
し
、
年
官
に
よ
る
任
官
記
載

の
検
察
は
、
除
目
の
執
筆
大
臣
の
家
政
機
関
に
お
い
て
作
成
さ
れ
る「
公
卿
給
」

を
不
可
欠
と
す
る
、
即
ち
太
政
官
制
外
部
の
情
報
提
供
を
必
要
と
す
る
も
の

だ
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
除
目
の
結
果
（
召
名
）
を
訂
正
す
る
政
務
で
あ
る
直
物
に
お

い
て
は
、
Ａ
年
官
以
外
の
任
官
と
、
Ｂ
年
官
に
よ
る
任
官
と
で
、
召
名
訂
正
に

至
る
ま
で
の
手
続
き
上
の
相
違
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
Ａ
が

太
政
官
制
内
で
完
結
す
る
の
に
対
し
、
Ｂ
は
太
政
官
制
の
枠
外
に
あ
る
と
い
う

相
違
で
あ
る
。
こ
の
直
物
に
お
け
る
手
続
き
上
の
相
違
は
、
い
っ
た
い
何
に
由

来
す
る
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。

こ
こ
で
、
直
物
が
除
目
の
任
官
結
果
を
訂
正
す
る
政
務
で
あ
る
と
い
う
事
実

に
立
ち
戻
り
た
い
。
す
る
と
、直
物
の
手
続
き
上
に
確
認
さ
れ
る
こ
の
違
い
は
、

除
目
に
お
け
る
任
官
の
在
り
方
そ
の
も
の
の
違
い
に
由
来
し
て
い
る
の
で
は
な

い
か
と
い
う
仮
説
を
立
て
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
も
し
、
こ
の
仮
説
が
成

り
立
つ
な
ら
ば
、「
公
卿
給
」
を
媒
介
と
し
て
確
認
さ
れ
る
直
物
に
お
け
る
手

続
き
上
の
相
違
は
、
直
物
の
み
な
ら
ず
除
目
、
即
ち
古
代
国
家
の
人
事
権
の
中

に
お
け
る
年
官
の
特
質
と
深
く
か
か
わ
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

そ
こ
で
章
を
改
め
、
と
も
に
除
目
を
構
成
す
る
任
官
方
法
の
一
種
で
あ
る
、

顕
官
挙
と
年
官
を
具
体
例
と
し
て
採
り
上
げ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
任
官
の
在
り
方
に
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つ
い
て
考
察
し
、
こ
の
仮
説
の
妥
当
性
を
検
証
し
て
み
た
い
と
思
う
。

第
三
章　

除
目
か
ら
見
た
年
官
の
特
質

前
章
で
は
、
直
物
（
召
名
訂
正
）
に
お
い
て
確
認
で
き
る
、
Ａ
年
官
以
外
の

任
官
と
、
Ｂ
年
官
の
手
続
き
上
の
相
違
は
、
除
目
で
の
任
官
方
法
の
違
い
に
由

来
す
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
仮
説
を
立
て
た
。
本
章
で
は
顕
官
挙
と
年
官
を

考
察
対
象
と
し
、
こ
の
仮
説
を
検
証
し
て
み
た
い
。

そ
も
そ
も
除
目
と
は
、
四
所
籍
や
年
官
、
顕
官
挙
、
受
領
挙
な
ど
複
数
の
任

官
方
法
が
複
合
さ
れ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
。
今
回
は
こ
の
う
ち
顕
官
挙
を
Ａ
の

年
官
以
外
の
任
官
事
例
と
し
て
採
り
上
げ
、
Ｂ
の
年
官
と
の
比
較
検
討
を
行
い

た
い
。

第
一
節　

顕
官
挙

顕
官
挙
と
は
、
外
記
や
史
、
式
部
・
民
部
丞
、
左
右
衛
門
尉
な
ど）

24
（

、
顕
官
と

称
さ
れ
る
重
要
下
級
官
人
の
任
官
方
法
の
こ
と
で
あ
る）
25
（

。
そ
の
手
続
き
に
つ
い

て
は
、『
西
宮
記
』
巻
二
除
目
に
、

挙
事
。〈
①
自　
二

御
簾
中　
一

被　
レ

下　
二

申
文　
一

。
毎　
レ

束
付　
二

短
尺　
一

。
②
大
臣
已

下
見
下
、
至　
二

参
議
座　
一

選
定
。
一
闕
三
人
已
下
申
文
返
上
。
③
至　
二

大
納

言
座　
一

返
下
、
令　
三

参
議
書　
二

一
紙　
一

。（
中
略
）〉
大
臣
奏
進
、
④
此
中
依

　
レ

仰
任
。（
下
略
）

と
あ
る
。
こ
れ
を
ま
と
め
る
と）
26
（

、
①
顕
官
へ
の
任
官
を
希
望
す
る
申
文
が
、
天

皇
か
ら
執
筆
を
経
由
し
て
除
目
に
参
列
す
る
大
臣
以
下
の
公
卿
等
に
下
さ
れ

る
、
②
大
臣
か
ら
順
に
申
文
を
閲
読
し
、
そ
の
中
か
ら
複
数
の
候
補
者
を
選
定

す
る
、
③
参
議
が
そ
の
結
果
を
一
紙
に
ま
と
め
、
大
臣
が
申
文
と
と
も
に
奏
上

す
る
、④
そ
の
中
か
ら
天
皇
の
「
仰
」
に
よ
り
任
官
者
が
確
定
す
る
、と
な
る
。

つ
ま
り
顕
官
挙
と
は
、公
卿
た
ち
に
よ
る
任
官
希
望
者
の
審
査
を
経
た
上
で
、

そ
の
結
果
に
も
と
づ
き
な
が
ら
、
天
皇
が
最
終
的
に
任
官
者
を
確
定
す
る
と
い

う
任
官
方
法
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
こ
の
よ
う
な
顕
官
挙
は
ど
う
位
置
づ
け
る

こ
と
が
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
。

ま
ず
顕
官
の
官
職
と
し
て
の
分
類
に
注
目
し
て
み
た
い
。
養
老
選
叙
令
３
任

官
条
に
は
、

凡
任
官
、
大
納
言
以
上
、
左
右
大
弁
、
八
省
卿
、
五
衛
府
督
、
弾
正
尹
、

大
宰
帥
勅
任
。
余
官
奏
任
、主
政
、主
帳
及
家
令
等
判
任
。
舎
人
、史
生
、

使
部
、
伴
部
、
帳
内
、
資
人
等
、
式
部
判
補
。

と
あ
る
。
顕
官
が
こ
の
う
ち
の
ど
の
任
官
区
分
に
分
類
さ
れ
る
の
か
と
い
う

と
、『
令
集
解
』
同
条
の
「
余
官
奏
任
」
に
付
せ
ら
れ
た
諸
説
に
よ
れ
ば
、
例

え
ば
義
解
は
、

　

謂
、
内
外
諸
司
主
典
以
上
。
其
郡
領
・
軍
毅
亦
為　
二

奏
任　
一

也
。

と
し
、
ま
た
古
記
が
、

古
記
云
、
問
、
余
官
奏
任
、
未　
レ

知
、
弁
官
・
内
外
記
・
五
衛
府
志
・
諸

司
長
上
・
大
宰
典
・
大
少
毅
等
類
若
為
。
答
、
除　
レ

載　
レ

文
外
、
皆
入　
二

余

官　
一

。（
後
略
）

と
あ
る
よ
う
に
、
顕
官
と
さ
れ
る
外
記
や
史
、
式
部
・
民
部
丞
、
衛
門
尉
も
、

奏
任
と
さ
れ
る
「
余
官
」
に
含
ま
れ
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
た
が
っ
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て
顕
官
挙
と
は
、
奏
任
の
官
の
任
官
方
法
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
そ
れ

で
は
、
奏
任
の
任
官
は
、
ど
の
よ
う
に
行
わ
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。

奏
任
の
任
官
に
つ
い
て
は
、
早
川
庄
八
氏
に
よ
り
大
宝
令
施
行
直
後
か
ら
そ

の
実
質
的
な
銓
擬
権
が
太
政
官
に
よ
っ
て
把
握
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に

さ
れ
て
い
る）
27
（

。
ま
た
、
選
叙
令
集
解
任
官
条
の
引
用
す
る
跡
記
が
、
奏
任
に
つ

い
て
「
官
任　
レ

定
奏
聞
耳
」
と
註
釈
し
て
い
る
こ
と
も
参
照
す
れ
ば
、
太
政
官

に
よ
る
定
め
、
即
ち
銓
擬
が
行
わ
れ
た
上
で
そ
の
結
果
が
奏
聞
さ
れ
、
任
官
が

確
定
す
る
と
い
う
の
が
、
奏
任
の
任
官
方
法
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

す
る
と
先
に
見
た
、
公
卿
た
ち
に
よ
る
任
官
希
望
者
の
審
査
を
前
提
と
し
、

最
終
的
に
天
皇
に
よ
っ
て
任
官
が
確
定
さ
れ
る
と
い
う
顕
官
挙
の
手
続
き
は
、

奏
任
の
官
の
任
官
方
法
と
し
て
、
ま
さ
に
相
応
し
い
も
の
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

以
上
を
勘
案
す
れ
ば
、
顕
官
挙
と
は
、
選
叙
令
の
規
定
に
則
り
、
太
政
官
の

議
政
官
た
る
公
卿
ら
の
審
査
を
経
て
行
わ
れ
る
奏
任
の
官
の
任
官
方
法
そ
の
も

の
で
あ
っ
た
と
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
つ
ま
り
顕
官
挙
は
、
八
世
紀
以

来
の
律
令
太
政
官
制
的
な
任
官
方
法
で
あ
る
と
結
論
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
の

で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
、
年
官
は
ど
の
よ
う
な
任
官
方
法
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
の

だ
ろ
う
か
。
節
を
改
め
て
検
討
し
て
み
た
い
。

第
二
節　

年
官

律
令
太
政
官
制
的
な
任
官
方
法
で
あ
っ
た
顕
官
挙
に
対
し
、
年
官
に
よ
る
任

官
方
法
は
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。
次
に
掲
げ
た
の
は

『
西
宮
記
』
巻
二
除
目
に
見
え
る
年
官
に
よ
る
任
官
手
続
き
で
あ
る
。

（
前
略
）
院
宮
已
下
王
卿
給
、
α
当
年
給
一
々
任　
レ

之
。〈
名
替
不　
レ

奏
。〉

β
余
申
文
随　
レ

趣
注　
二

端
書　
一

、
以　
二

参
議　
一

下　
二

外
記　
一

。
参
議
着　
二

孔
雀

間
一

、召　
二

外
記　
一

給　
レ

文
。外
記
取
　
二

目
録　
一

下　
二

史
生　
一

、令　
レ

勘　
二

合
否　
一

。（
後

略
）

年
官
に
よ
る
任
官
は
、
給
主
か
ら
提
出
さ
れ
た
申
文
を
も
と
に
進
め
ら
れ
て

い
く
。
年
官
の
申
文
は
、
玉
井
力
氏
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
蔵
人
方
の
文

書
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
、
事
前
に
天
皇
の
御
前
で
蔵
人
頭
を
中
心
に
選
定
さ
れ

て
か
ら
除
目
の
場
に
も
た
ら
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た）
28
（

。
前
掲
『
西
宮
記
』

に
よ
れ
ば
、
除
目
の
場
に
お
け
る
年
官
の
申
文
の
扱
わ
れ
方
に
は
大
別
し
て
二

種
類
あ
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

ま
ず
、
傍
線
部
α
の
当
年
給（
そ
の
年
度
分
と
し
て
給
主
に
与
え
ら
れ
た
年
官
）

に
つ
い
て
は
、
特
別
の
措
置
が
と
ら
れ
る
こ
と
な
く
、
申
文
に
し
た
が
っ
て
そ

の
ま
ま
任
じ
ら
れ
て
い
く
と
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
に
対
し
波
線
部
β
は
、
当
年
給
以
外
の
「
余
申
文
」
の
処
理
に
つ
い
て

言
及
し
て
い
る
。
具
体
的
に
は
未
給
や
名
替
、
国
替
な
ど）
29
（

を
申
請
す
る
申
文
の

処
理
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
こ
と
に
な
る
が
、
こ
れ
ら
の
場
合
に
は
、
申
文
を

外
記
に
下
し
て
勘
じ
さ
せ
て
い
る
。
こ
の
外
記
へ
の
下
勘
の
目
的
は
何
で
あ
ろ

う
か
。

そ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
が
、
外
記
に
下
さ
れ
る
前
に
執
筆
に
よ
っ
て
申
文
に

記
さ
れ
る
「
端
書
」
で
あ
る
。『
西
宮
記
』
や
『
北
山
抄
』
巻
三
除
目
事
、『
江

家
次
第
』
巻
四
除
目
に
よ
る
と
、
未
給
の
場
合
は
「
可　
レ

勘　
二

給
否
（
不
）一
」、
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名
替
や
国
替
の
場
合
は
「
可　
レ

勘　
二

合
不　
一

」
な
ど
と
い
っ
た
端
書
が
加
え
ら
れ

る
と
し
て
い
る
。
端
書
を
見
る
限
り
、
下
勘
の
目
的
は
、
申
請
内
容
が
正
当
で

あ
る
か
否
か
（
未
給
で
あ
れ
ば
、
申
文
に
記
さ
れ
た
過
去
の
年
次
の
年
官
が
本
当
に

行
使
さ
れ
て
い
な
い
か
ど
う
か
の
確
認
）
と
い
う
表
面
的
・
形
式
的
な
も
の
に
と

ど
ま
っ
て
い
る
。
確
か
に
当
年
給
以
外
は
、
外
記
へ
の
下
勘
を
経
た
上
で
任
官

が
確
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
お
り
、
一
見
す
る
と
外
記
へ
の
下
勘
も
、
給
主

に
よ
っ
て
任
官
を
申
請
さ
れ
た
人
物
の
審
査
・
銓
擬
で
あ
る
か
の
よ
う
に
も
捉

え
ら
れ
る
。
し
か
し
端
書
か
ら
は
、
そ
の
よ
う
な
内
容
を
想
定
す
る
こ
と
は
難

し
く
、
し
か
も
、
そ
も
そ
も
当
年
給
の
場
合
は
、
外
記
へ
下
勘
す
る
こ
と
も
な

く
任
官
が
確
定
さ
れ
る
点
を
見
逃
し
て
は
な
ら
な
い
。

こ
れ
は
、
当
年
給
が
給
主
に
付
与
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
自
明
で
あ
る
の
に
対

し
、
未
給
そ
の
他
の
場
合
に
は
、
事
実
関
係
の
確
認
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
違

い
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
外
記
へ
の
下
勘
は
、
飽
く
ま
で
事

実
関
係
の
確
認
で
あ
っ
て
、
審
査
・
銓
擬
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
も
し
当
年
給

以
外
の
場
合
に
行
わ
れ
る
下
勘
を
、
任
官
希
望
者
の
審
査
・
銓
擬
と
位
置
づ
け

る
な
ら
ば
、
な
ぜ
当
年
給
の
場
合
の
み
下
勘
さ
れ
な
い
の
か
説
明
で
き
な
い
だ

ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
外
記
へ
の
下
勘
を
年
官
人
事
に
お
け
る
審
査
・
銓
擬
と

位
置
づ
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

以
上
の
点
か
ら
、
年
官
に
よ
る
任
官
は
、
前
節
で
見
た
太
政
官
の
議
政
官
た

る
公
卿
ら
に
よ
る
銓
擬
を
経
た
上
で
任
官
が
確
定
さ
れ
る
顕
官
挙
と
は
大
き
く

異
な
っ
て
い
る
。
年
官
の
申
文
が
蔵
人
方
と
さ
れ
る
の
に
対
し
、
十
世
紀
以
前

の
顕
官
の
申
文
は
外
記
方
と
さ
れ
区
別
さ
れ
て
い
た
可
能
性
が
高
い
と
い
う
玉

井
氏
の
指
摘
も
考
慮
す
る
な
ら
ば）

30
（

、
年
官
に
よ
る
任
官
は
、
顕
官
挙
の
よ
う
な

律
令
太
政
官
制
に
依
拠
し
た
任
官
と
は
異
質
な
任
官
方
法
で
あ
る
と
位
置
づ
け

る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

さ
ら
に
『
康
平
記
』（『
群
書
類
従
』
第
二
十
五
輯
、『
定
家
朝
臣
記
』）
康
平
五

年
（
一
〇
六
二
）
正
月
二
十
七
日
条
を
見
る
と
、

（
前
略
）
件
書
〔「
公
卿
給
」
の
こ
と
〕
須　
二

直
物
時
給　
　一
レ

之
也
。
而
直
物

已
前
有　
二

除
目　
一

時
、
為　
レ

成　
二

勘
文　
一

、
外
記
申　
レ

之
。
随
給　
レ

之
。
已
恒

例
也
。（
後
略
）

と
あ
り
、
直
物
以
前
に
除
目
が
行
わ
れ
る
場
合
、
外
記
は
除
目
で
用
い
る
勘
文

の
作
成
材
料
と
し
て
、
執
筆
大
臣
に
「
公
卿
給
」
を
申
請
す
る
と
し
て
い
る
。

こ
れ
は
勘
文
の
作
成
に
際
し
、「
公
卿
給
」
に
よ
っ
て
以
前
の
除
目
で
の
年
官

に
よ
る
任
官
の
正
確
な
情
報
を
得
る
必
要
が
あ
っ
た
か
ら
だ
ろ
う
。
と
す
れ

ば
、
ま
さ
に
除
目
の
最
中
に
行
わ
れ
る
、
当
年
給
以
外
の
年
官
の
申
文
の
下
勘

に
対
し
、外
記
は
「
公
卿
給
」
の
情
報
を
も
と
に
対
応
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

ま
た
、
仮
に
直
物
の
後
の
除
目
で
あ
っ
て
も
、
年
官
に
よ
る
任
官
に
関
す
る
正

確
な
情
報
を
、
外
記
は
「
公
卿
給
」
を
用
い
た
召
名
の
検
察
を
通
し
て
得
て
い

た
の
だ
か
ら
、
そ
の
情
報
源
は
い
ず
れ
の
場
合
も
太
政
官
制
の
外
部
か
ら
も
た

ら
さ
れ
る
「
公
卿
給
」
に
行
き
つ
く
の
で
あ
る
。

　

外
記
へ
の
下
勘
に
よ
り
、
一
見
す
る
と
年
官
も
、
律
令
太
政
官
制
の
中
に
位

置
づ
け
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
、
外
記
が
下
勘
に
対
応
す
る
た

め
の
情
報
を
、
ど
こ
か
ら
入
手
し
て
い
た
の
か
ま
で
考
慮
に
入
れ
る
な
ら
ば
、

外
記
へ
の
下
勘
の
事
実
を
も
っ
て
し
て
も
、
年
官
を
律
令
太
政
官
制
の
み
で
位
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置
づ
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
年
官
に
よ
る
任
官
方
法
で
は
、
太
政
官
に
よ
る
実
質
的
な
銓
擬

を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
こ
の
点
は
、
前
節
で
見
た
顕
官
挙
と
は
鮮
や

か
な
対
照
を
な
し
て
い
る
。
年
官
に
よ
る
任
官
に
際
し
て
は
、
太
政
官
の
介
在

す
る
余
地
を
見
出
す
こ
と
は
極
め
て
困
難
な
の
で
あ
る
。

以
上
、
除
目
を
構
成
す
る
任
官
方
法
の
う
ち
、
顕
官
挙
と
年
官
を
採
り
上
げ

て
考
察
し
た
。
こ
こ
か
ら
明
ら
か
に
な
っ
た
こ
と
は
、
除
目
に
は
‘
Ａ
律
令
太

政
官
制
の
枠
内
で
任
官
が
行
わ
れ
る
も
の
（
顕
官
挙
）
と
、‘
Ｂ
太
政
官
の
直

接
的
な
介
在
な
し
に
任
官
が
行
わ
れ
る
も
の
（
年
官
）
が
混
在
し
て
い
た
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
考
察
結
果
と
、
前
節
で
見
た
直
物
に
お
け
る
手
続
き
上

の
相
違
Ａ
・
Ｂ
と
の
対
応
関
係
は
次
の
通
り
に
な
る
。

〈
直
物
〉　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〈
除
目
〉

　
　

Ａ
：
年
官
以
外
（
太
政
官
制
的
）　―

　
‘
Ａ
：
顕
官
挙
（
太
政
官
制
的
）

Ｂ
：
年
官
（
非
太
政
官
制
的
）　　

―

　
‘
Ｂ
：
年
官
（
非
太
政
官
制
的
）

し
た
が
っ
て
、
前
章
で
立
て
た
仮
説―

直
物
の
手
続
き
上
の
相
違
は
、
除

目
に
お
け
る
任
官
方
法
の
相
違
に
由
来
す
る―

は
、
本
節
で
の
考
察
を
通
じ

て
確
認
さ
れ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
確
か
に
直
物
自
体
は
除
目
に
付
随
す
る
政

務
儀
礼
に
過
ぎ
な
い
と
評
価
す
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
し
か
し
、
そ
こ
か
ら
確

認
で
き
る
手
続
き
上
の
相
違
は
、
除
目
に
お
け
る
任
官
の
在
り
方
そ
の
も
の
の

相
違
を
色
濃
く
反
映
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

本
章
ま
で
の
考
察
に
よ
り
、
律
令
太
政
官
制
の
み
で
は
包
摂
し
き
れ
な
い
と

い
う
年
官
の
特
質
を
抽
出
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
こ
の
よ
う
な
特
質
は
、
ど
の

よ
う
な
意
味
を
持
つ
の
だ
ろ
う
か
。
最
後
に
、
年
官
が
古
代
国
家
の
人
事
権
の

一
部
で
あ
る
と
い
う
点
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
こ
の
点
に
つ
い
て
若
干
の
見
通
し

を
述
べ
、
こ
の
雑
駁
な
ノ
ー
ト
を
締
め
く
く
る
こ
と
と
し
た
い
。

結
び
に
か
え
て

以
上
、「
公
卿
給
」
の
基
礎
的
考
察
を
端
緒
と
し
て
、
年
官
の
特
質
を
検
討

し
た
。
そ
の
結
果
、
年
官
は
律
令
太
政
官
制
の
み
で
は
包
摂
し
き
れ
な
い
と
い

う
特
質
を
有
し
た
人
事
権
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
で
き
た
。
そ
れ
で
は
、
こ
の
よ

う
な
人
事
権
の
存
在
は
、
歴
史
的
に
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
っ
て
い
る
の
だ
ろ

う
か
。

時
野
谷
氏
の
研
究
に
よ
れ
ば
、
年
官
は
淳
和
・
仁
明
朝
の
三
宮
給
か
ら
始
ま

り
、
公
卿
給
の
成
立
を
待
っ
て
、
遅
く
と
も
九
世
紀
末
の
宇
多
朝
に
は
制
度
的

に
完
成
し
、
十
世
紀
に
盛
行
期
を
む
か
え
る
と
い
う）

31
（

。
し
た
が
っ
て
年
官
は
、

九
世
紀
後
半
を
中
心
に
制
度
化
が
進
め
ら
れ
、
十
世
紀
に
か
け
て
展
開
し
て

い
っ
た
人
事
権
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

前
章
ま
で
の
年
官
に
関
す
る
考
察
は
、第
一
章
で
明
ら
か
に
し
た「
公
卿
給
」

の
作
成
法
・
使
用
法
を
も
と
に
分
析
を
進
め
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
こ
れ

ら
は
、十
世
紀
代
に
ま
で
遡
ら
せ
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
こ
と
か
ら
、「
公
卿
給
」

の
作
成
法
や
使
用
法
も
、年
官
の
制
度
化
・
展
開
に
平
行
し
て
形
作
ら
れ
て
い
っ

た
も
の
と
考
え
て
良
い
だ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
年
官
の
非
律
令
太
政
官
制
的

な
特
質
も
、
同
様
の
過
程
を
経
て
形
成
さ
れ
て
い
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

一
方
、
第
三
章
第
一
節
で
と
り
あ
げ
た
顕
官
挙
は
、
選
叙
令
の
規
定
に
基
づ
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い
た
律
令
太
政
官
制
的
な
人
事
権
で
あ
り
、
お
そ
ら
く
八
世
紀
以
来
の
も
の
で

あ
る
と
考
え
て
良
い
。

つ
ま
り
、
後
世
、
除
目
と
し
て
一
括
り
に
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
が
、
古
代
国

家
の
人
事
権
の
在
り
方
は
決
し
て
一
様
で
は
な
く
、
そ
の
内
容
は
時
代
と
と
も

に
変
化
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
地
域
や
時
代
を
超
え
て
、
人
事
権
が
国
家
の
在

り
方
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
す
と
す
る
な
ら
ば
、
九
世
紀
後
半
以
降
、
古
代
国

家
の
人
事
権
が
、
年
官
の
よ
う
な
律
令
太
政
官
制
と
は
相
容
れ
な
い
特
質
を
持

つ
人
事
権
を
取
り
込
む
形
で
変
化
し
た
こ
と
は
、
古
代
国
家
自
体
の
変
化
を
反

映
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

無
論
、
九
世
紀
以
前
に
も
天
皇
や
太
上
天
皇
、
あ
る
い
は
皇
后
や
有
力
貴
族

ら
の
意
向
に
よ
る
恣
意
的
な
人
事
は
行
わ
れ
て
い
た
は
ず
で
あ
り
、
あ
る
面
で

は
こ
れ
ら
も
非
律
令
太
政
官
制
的
で
あ
る
と
評
価
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
し

か
し
年
官
は
、
そ
れ
を
与
え
ら
れ
る
範
囲
（
給
主
）
や
、
各
給
主
に
与
え
ら
れ

た
給
数
、
さ
ら
に
は
任
官
の
際
の
手
続
き
が
制
度
と
し
て
整
え
ら
れ
、
い
わ
ば

「
公
然
」
と
し
た
存
在
で
あ
る
と
い
う
点
で
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
。
年
官
は

決
し
て
イ
レ
ギ
ュ
ラ
ー
な
形
で
は
な
く
、
制
度
化
さ
れ
た
任
官
方
法
と
し
て
古

代
国
家
の
人
事
権
の
一
角
を
占
め
て
い
る
の
で
あ
る
。こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、

非
律
令
太
政
官
制
的
な
年
官
が
、
九
世
紀
後
半
〜
十
世
紀
に
か
け
て
制
度
化
が

進
め
ら
れ
、
展
開
を
見
せ
た
こ
と
の
意
味
は
重
大
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
古

代
国
家
の
変
化
と
深
く
結
び
つ
い
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

ち
ょ
う
ど
こ
の
時
期
は
、
古
代
国
家
が
大
き
な
変
化
を
遂
げ
た
と
さ
れ
る
時

期
で
あ
る
。
特
に
十
世
紀
以
降
に
つ
い
て
は
、
八
世
紀
以
来
の
律
令
国
家
が
新

た
な
発
展
段
階
に
達
し
た
と
す
る
「
後
期
律
令
国
家
論）

32
（

」
や
、
反
対
に
、
律
令

体
制
は
崩
壊
し
、
中
世
的
な
権
門
体
制
の
萌
芽
で
あ
る
「
初
期
権
門
体
制
」
が

確
立
さ
れ
た
時
期
で
あ
る
と
す
る
見
解）

33
（

な
ど
、様
々
な
評
価
が
な
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
点
を
、
九
世
紀
後
半
以
降
に
制
度
化
が
進
み
、
十
世
紀
に
盛
行
期
を
む
か

え
た
と
さ
れ
る
年
官
を
切
り
口
に
考
え
て
み
る
と
ど
う
な
る
だ
ろ
う
か
。

年
官
は
律
令
太
政
官
制
で
は
包
摂
し
き
れ
な
い
と
い
う
特
質
を
持
っ
た
人
事

権
で
あ
っ
た
。
任
官
が
「
国
家
重
事
」
で
あ
る
こ
と
を
念
頭
に
置
け
ば
、
九
世

紀
後
半
〜
十
世
紀
の
古
代
国
家
は
、
独
り
律
令
太
政
官
制
の
み
で
理
解
で
き
る

も
の
で
は
な
か
っ
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
よ
う
。
し
か
し
そ
の
一
方
で
、
外
記

に
よ
る
召
名
検
察
の
在
り
方
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
（
第
二
章
）、
年
官
に
よ
る

任
官
結
果
は
、
非
律
令
太
政
官
制
的
な
側
面
を
有
し
つ
つ
も
、
最
終
的
に
は
太

政
官
政
務
の
一
環
と
し
て
処
理
さ
れ
て
い
た
こ
と
や
、
年
官
は
、
顕
官
挙
の
よ

う
な
律
令
太
政
官
制
的
な
任
官
と
と
も
に
除
目
を
構
成
し
て
い
た
こ
と
（
第
三

章
）
も
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
律
令
太
政
官
制
的
な
枠
組
み
が
、
全

く
無
意
味
だ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る

こ
の
よ
う
に
考
え
て
み
る
と
、
十
世
紀
以
降
の
国
家
を
、
八
世
紀
的
な
律
令

制
的
中
央
集
権
国
家
の
延
長
線
上
に
認
め
る
の
か
、
あ
る
い
は
新
た
な
中
世
社

会
の
萌
芽
と
し
て
捉
え
る
の
か
は
、
視
点
の
置
き
方
の
違
い
に
由
来
す
る
も
の

で
、
そ
の
違
い
を
強
調
し
て
も
、
本
質
的
な
議
論
に
は
な
ら
な
い
よ
う
に
思
わ

れ
る
。
む
し
ろ
、
九
世
紀
後
半
〜
十
世
紀
に
は
、
古
代
か
ら
中
世
へ
の
過
渡
期

と
し
て
、
年
官
の
在
り
方
や
、
年
官
を
含
め
た
当
該
期
の
人
事
権
の
構
成
に
見

ら
れ
る
よ
う
に
、
八
世
紀
以
来
の
要
素
と
新
た
な
要
素
と
が
混
在
し
て
い
る
と
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い
う
点
を
重
視
す
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

こ
の
よ
う
な
過
渡
期
の
様
子
は
、
当
該
期
の
地
方
社
会
に
も
よ
く
表
れ
て
い

る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
例
え
ば
、
十
世
紀
前
後
に
成
立
し
、
在
庁
官
人
制
の
歴

史
的
前
提
に
な
っ
た
と
さ
れ
る
雑
色
人
郡
司
制
を
例
示
し
て
み
た
い）
34
（

。こ
れ
は
、

九
世
紀
半
ば
以
降
に
そ
の
活
動
が
顕
著
に
な
る
、
院
宮
王
臣
家
や
衛
府
な
ど
の

中
央
官
司
と
結
び
つ
い
た
地
域
有
力
者
を
、
国
司
の
も
と
に
結
集
さ
せ
、
地
方

行
政
へ
登
用
し
て
い
く
制
度
で
あ
る
が
、
必
ず
し
も
そ
こ
か
ら
従
来
の
郡
司
が

排
除
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い）

35
（

。
旧
来
の
譜
第
郡
司
に
加
え
て
、
新
た
な
有

力
者
層
の
存
在
も
法
的
に
認
定
し
、
地
方
行
政
を
進
め
て
い
く
と
い
う
時
期
を

経
て
、
地
方
社
会
で
は
十
一
世
紀
半
ば
以
降
、
在
庁
官
人
制
が
展
開
し
て
い
く

の
で
あ
る
。

叙
上
の
よ
う
な
地
方
社
会
の
様
子
は
、
当
該
期
の
国
家
の
在
り
方
と
無
関
係

で
あ
る
と
は
考
え
難
い
。
九
世
紀
後
半
に
制
度
化
が
進
み
、
十
世
紀
に
盛
行
期

を
迎
え
た
年
官
が
、
非
律
令
太
政
官
制
的
な
特
質
を
備
え
つ
つ
も
、
八
世
紀
以

来
の
律
令
太
政
官
制
と
共
存
し
て
い
る
こ
と
は
、
古
代
国
家
の
過
渡
期
の
様
子

を
、
人
事
権
と
い
う
側
面
で
よ
く
表
現
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。

以
上
、
人
事
権
と
し
て
の
年
官
の
考
察
を
行
っ
た
。
論
証
の
内
容
に
比
べ
、

あ
ま
り
に
無
謀
な
展
望
を
述
べ
た
こ
と
は
十
分
承
知
し
て
い
る
。
論
じ
残
し
た

点
も
非
常
に
多
く
、
こ
れ
ら
は
全
て
今
後
の
課
題
と
し
、
地
道
に
論
を
詰
め
て

い
き
た
い
と
思
う
。

も
と
よ
り
十
分
な
内
容
を
と
も
な
っ
た
研
究
と
は
い
え
ず
、
ノ
ー
ト
に
も
な

ら
な
い
と
の
謗
り
も
あ
ろ
う
。
し
か
し
、「
公
卿
給
」
に
関
す
る
知
見
や
、
人

事
権
と
し
て
の
年
官
の
評
価
に
つ
い
て
は
、
異
論
は
あ
ろ
う
が
、
先
行
研
究
に

は
な
い
新
た
な
視
点
を
若
干
な
が
ら
付
け
加
え
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
は
な
い

か
と
思
っ
て
い
る
。

ご
批
判
は
甘
ん
じ
て
受
け
た
い
。

〈
註
〉

（
１
） 

時
野
谷
滋
「
年
給
制
度
の
研
究
」（『
律
令
封
禄
制
度
史
の
研
究
』
吉
川
弘
文
館
、

一
九
七
七
）。
な
お
時
野
谷
氏
に
先
行
す
る
研
究
と
し
て
は
、
小
中
村
清
矩
「
年
官
年

爵
并
成
功
重
任
考
」（『
陽
春
廬
雑
考
』吉
川
半
七
、一
八
九
七
）、
八
代
国
治「
年
給
考
」

（『
国
史
叢
説
』
吉
川
弘
文
館
、一
九
二
五
、初
出
は
一
九
〇
〇
）
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。

（
２
） 

尾
上
陽
介
「
年
官
制
度
の
本
質
」（『
史
観
』
一
四
五
、二
〇
〇
一
）。

（
３
） 

神
道
大
系
『
北
山
抄
』
所
収
。
尊
経
閣
善
本
影
印
集
成
『
北
山
抄
』（
八
木
書
店
、

一
九
九
五
）
に
よ
り
一
部
字
句
等
を
改
め
た
。
な
お
巻
子
本
巻
三
乙
本
は
公
任
の
自
筆

と
し
て
伝
来
し
た
も
の
で
、
平
安
時
代
を
下
ら
な
い
古
鈔
本
と
さ
れ
る
。
橋
本
義
彦

「『
北
山
抄
』」（『
日
本
古
代
の
儀
礼
と
典
籍
』
青
史
出
版
、
一
九
九
九
、
初
出
は

一
九
九
六
）
参
照
。

（
４
） 

こ
の
点
に
つ
い
て
は
前
掲
註
（
２
）
尾
上
論
文
で
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

（
５
） 
『
日
本
紀
略
』
に
よ
る
と
こ
の
日
に
臨
時
除
目
が
行
わ
れ
て
い
る
。
な
お
、
後
述

す
る
よ
う
に
、「
公
卿
給
」
は
直
物
に
先
立
っ
て
作
成
さ
れ
る
文
書
で
あ
る
が
、『
日
本

紀
略
』
で
は
同
年
五
月
十
九
日
に
直
物
が
行
わ
れ
た
と
し
、
当
該
「
公
卿
給
」
の
五
月
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二
十
一
日
と
い
う
日
付
と
合
わ
な
い
。
こ
の
近
辺
に
は
他
に
直
物
開
催
の
史
料
が
見
ら

れ
な
い
こ
と
か
ら
、
ど
ち
ら
か
の
誤
り
と
考
え
て
お
き
た
い
。

（
６
） 

な
お
『
北
山
抄
』
に
は
天
暦
三
年
「
公
卿
給
」
に
続
い
て
、「
二
合
」、「
停
任
」

の
実
例
も
掲
げ
て
い
る
。「
二
合
」
に
つ
い
て
は
『
江
次
第
鈔
』
に
、

　
　
　

 （
前
略
）
親
王
巡
給
・
公
卿
年
給
・
未
給
等
中
、
申　
二

二
合　
一

者
也
。
尻
付
注　
二

去
年

給
若
当
年
給
等　
一

不　
レ

書　
二

任
人
之
官
姓
名　
一

。
只
書　
二

給
人
官
姓
名
許　
一

也
。（
後
略
）

　
　

と
あ
り
、
二
合
（
年
官
と
し
て
給
さ
れ
た
二
分
の
官
〔
目
〕
と
一
分
の
官
〔
史
生
〕

一
名
分
ず
つ
を
合
わ
せ
、
三
分
の
官
〔
掾
〕
一
人
の
任
官
を
申
請
す
る
こ
と
）
を
行
っ

た
親
王
や
公
卿
を
列
記
す
る
も
の
と
す
る
。
し
た
が
っ
て
、「
公
卿
給
」
に
記
さ
れ
た

任
官
の
中
か
ら
二
合
に
よ
る
も
の
を
選
び
出
し
、
そ
の
給
主
（
給
人
）
を
書
き
出
し
た

の
が
「
二
合
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
　

ま
た
、「
停
任
」
に
つ
い
て
も
同
書
は
、

　
　
　

 （
前
略
）
院
宮
・
親
王
・
公
卿
給
中
、
名
替
・
国
替
也
。〈
不　
レ

書　
二

国
替　
一

、
破
停

者
也
。〉
五
畿
七
道
諸
国
次
第
書　
レ

之
。
停
任
者
依　
二

名
替　
一

。（
後
略
）

 

と
し
、「
停
任
」
は
年
官
の
う
ち
名
替
（
年
官
に
よ
り
一
度
任
官
さ
れ
た
人
物
が
、
官

職
が
不
服
で
あ
る
な
ど
の
理
由
で
任
官
を
拒
否
し
た
結
果
、
替
わ
り
の
他
の
人
物
を
改

め
て
任
じ
る
こ
と
）
や
国
替
（
同
様
の
理
由
で
人
物
は
そ
の
ま
ま
に
官
職
〔
国
〕
を
替

え
て
改
任
す
る
こ
と
）
に
か
か
わ
る
文
書
で
あ
る
と
す
る
。
し
た
が
っ
て
「
公
卿
給
」

の
中
か
ら
停
任
の
必
要
の
あ
る
名
替
な
ど
の
事
例
を
抜
き
出
し
た
文
書
と
い
う
こ
と
に

な
る
だ
ろ
う
。

　
　
『
北
山
抄
』
の
引
く
「
二
合
」、「
停
任
」
は
年
紀
を
欠
き
、
こ
れ
ら
と
天
暦
三
年
「
公

卿
給
」
の
内
容
は
一
部
対
応
す
る
部
分
も
見
ら
れ
る
が
、
判
然
と
し
な
い
点
も
多
い
。

小
稿
で
は
「
公
卿
給
」
の
み
を
取
り
上
げ
る
こ
と
と
し
、「
二
合
」、「
停
任
」
の
検
討

に
つ
い
て
は
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

　
　

な
お
二
合
、
名
替
、
国
替
の
定
義
に
つ
い
て
は
前
掲
註
（
１
）
時
野
谷
論
文
参
照
。

（
７
） 

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
既
に
前
掲
註
（
２
）
尾
上
論
文
で
も
指
摘
が
あ
り
、『
大

日
本
史
料
』
万
寿
元
年
（
一
〇
二
四
）
十
二
月
十
六
日
条
（
第
二
編
之
二
十
一
）
な
ど

で
も
「
公
卿
給
」
の
作
成
に
関
す
る
記
事
を
直
物
に
か
か
わ
ら
せ
て
掲
出
し
て
い
る
。

な
お
筆
者
も
、
前
掲
の
『
御
堂
関
白
記
』
寛
弘
五
年
三
月
十
日
条
の
註
釈
と
い
う
形
で

簡
潔
に
言
及
し
た
こ
と
が
あ
る
（
山
中
裕
編
『
御
堂
関
白
記
全
註
釈　

寛
弘
五
年
』〔
思

文
閣
出
版
、
二
〇
〇
七
〕）。

（
８
） 

名
替
・
国
替
に
つ
い
て
は
、
註
（
６
）
参
照
。
ま
た
未
給
と
は
、
前
年
以
前
の

行
使
さ
れ
な
か
っ
た
年
官
に
よ
っ
て
任
意
の
人
物
を
申
任
す
る
こ
と
で
あ
る
。

（
９
） 

『
西
宮
記
』巻
二
直
物
、『
北
山
抄
』巻
一
直
物
事
、『
江
家
次
第
』巻
四
直
物
な
ど
。

（
10
） 

中
原
師
弘
編
。
鎌
倉
時
代
中
期
頃
成
立
。
時
野
谷
滋
「
除
目
抄
（
師
弘
除
目
抄
）」

（
前
掲
書
、
一
九
七
七
）
参
照
。

（
11
） 

国
立
公
文
書
館
内
閣
文
庫
所
蔵
『
直
物
事
』（
請
求
番
号
一
四
五―

〇
三
六
八
、

文
化
六
年
写
）
及
び
『
山
槐
記
抜
書
』（
請
求
番
号
一
四
四―

〇
三
九
五
）
第
四
冊
「
直

物
一
」
に
よ
る
。
こ
れ
ら
の
奥
書
に
よ
れ
ば
、
本
書
は
「
直
物
抄
」
と
称
さ
れ
、
元
来

六
冊
本
で
あ
っ
た
こ
と
、
長
寛
三
年
（
一
一
六
五
）
に
藤
原
（
中
山
）
忠
親
に
よ
っ
て

編
纂
さ
れ
た
こ
と
が
分
か
る
。
時
野
谷
滋
「
直
物
抄
」（
前
掲
書
、一
九
七
七
）
参
照
。

（
12
） 

な
お
外
記
や
式
部
丞
が
「
公
卿
給
」
等
を
受
け
取
る
場
に
つ
い
て
、
Ⅳ
で
は
執

筆
大
臣
の
里
第
と
し
て
い
る
が
、
表
の
⑫―

２
や
⑮―

１
の
よ
う
に
、
陣
で
下
さ
れ
た
例

も
見
ら
れ
る
。
し
か
し
後
者
の
例
で
は
、「
多
於　
レ

家
下
給
欤
」
と
さ
れ
て
お
り
、
里
第

で
下
す
の
が
一
般
的
だ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

（
13
） 

「
二
合
」、「
停
任
」
の
役
割
・
機
能
や
「
公
卿
給
」
と
の
か
か
わ
り
に
つ
い
て
は
、



394

今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

（
14
） 
渡
辺
直
彦
「
藤
原
実
資
家
「
家
司
」
の
研
究
」（『
日
本
古
代
官
位
制
度
の
基
礎

的
研
究　

増
補
版
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
七
八
、
初
出
は
一
九
六
九
）。

（
15
） 

『
西
宮
記
』
巻
二
除
目
に
は
、
召
名
（
清
書
）
作
成
後
「
成
文
・
大
間
執
筆
随
身
」

と
見
え
て
お
り
、
大
間
書
や
成
文
は
執
筆
が
持
ち
帰
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。

（
16
） 

『
除
目
抄
（
師
弘
除
目
抄
）』
に
は
、「
公
卿
給
。〈
信
俊
真
人
説
、
下
名
加
任
先

可　
レ

入　
レ

之
云
々
。
他
人
多
不　
レ

入　
レ

之
歟
。〉」
と
あ
り
、
下
名
の
際
＝
召
名
作
成
の
際
の

加
任
者
に
つ
い
て
は
、「
公
卿
給
」
に
入
れ
な
い
の
が
一
般
的
だ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

（
17
） 

先
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、「
公
卿
給
」
は
年
官
に
よ
る
任
官
者
を
列
記
す
る
文
書

で
あ
る
。
た
し
た
が
っ
て
、
⑧
の
阿
波
介
厶
姓
貞
友
は
、
介
の
申
任
で
あ
る
こ
と
か
ら

臨
時
給
に
よ
る
任
官
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
（
前
掲
註
（
１
）
時
野
谷
論
文
参
照
）。

な
お
、
本
文
に
引
用
し
た
治
暦
三
年
三
月
二
十
五
日
直
物
勘
文
に
は
、
年
官
と
思
し
き

河
内
大
目
や
出
雲
大
掾
と
と
も
に
、
年
官
と
は
見
な
し
が
た
い
左
少
史
や
右
近
衛
将
曹

も
列
挙
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
直
物
勘
文
は
年
官
に
よ
る
任
官
事
例
に
つ
い
て
の
み

記
載
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

（
18
） 

な
お
こ
の
事
例
は
、
摂
政
が
置
か
れ
て
い
る
時
の
「
公
卿
給
」
の
下
し
方
に
関

す
る
道
長
の
認
識
を
示
す
興
味
深
い
記
事
で
あ
る
。
こ
の
事
例
に
つ
い
て
は
、
機
を
改

め
て
論
じ
て
み
た
い
と
思
う
。

（
19
） 

な
お
、
養
老
職
員
令
２
太
政
官
条
の
大
外
記
の
職
掌
「
稽
失
検
出
」
の
文
言
は
、

大
宝
令
に
は
な
か
っ
た
可
能
性
も
指
摘
さ
れ
て
い
る（
榎
本
淳
一「
養
老
令
試
論
」〔『
日

本
律
令
制
論
集　

上
巻
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
三
）。
し
か
し
養
老
令
で
は
確
認
で

き
る
こ
と
か
ら
、
い
ず
れ
に
し
て
も
八
世
紀
の
比
較
的
早
い
段
階
か
ら
、
外
記
は
「
文

案
」、「
公
文
」
を
含
め
た
「
稽
失
」
の
検
出
を
職
務
と
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

（
20
） 

古
瀬
奈
津
子
「
宮
の
構
造
と
政
務
運
営
法
」（『
日
本
古
代
王
権
と
儀
式
』
吉
川

弘
文
館
、
一
九
九
八
、
初
出
は
一
九
八
四
）。

（
21
） 

西
本
昌
弘
「
八
・
九
世
紀
の
内
裏
任
官
義
と
可
任
人
名
簿
」（『
日
本
古
代
儀
礼

成
立
史
の
研
究
』
塙
書
房
、
一
九
九
七
、
初
出
一
九
九
五
）、
市
大
樹
「
国
司
任
符
の

発
給
に
つ
い
て
」（『
延
喜
式
研
究
』
一
四
、
一
九
九
八
）、「
国
司
任
符
に
関
す
る
基
礎

的
考
察
」（『
古
文
書
研
究
』
四
七
、
一
九
九
八
）。

（
22
） 

具
体
的
に
は
、
各
官
人
の
正
確
な
官
位
姓
名
の
表
記
が
分
か
る
よ
う
な
資
料
が

想
定
さ
れ
る
。

（
23
） 

註
（
12
）
参
照
。

（
24
） 

『
西
宮
記
』
巻
二
除
目
に
は
「
凡
挙
、
外
記
・
史
・
式
部
民
部
丞
・
左
右
衛
門
尉
也
」

と
見
え
て
い
る
。

（
25
） 

顕
官
挙
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
郡
司
と
天
皇
制
」（『
史
学
雑
誌
』
一
一
六―

一
二
、
二
〇
〇
七
）
に
お
い
て
も
若
干
の
考
察
を
加
え
て
い
る
。
あ
わ
せ
て
参
照
さ
れ

た
い
。

（
26
） 

『
北
山
抄
』
巻
三
除
目
事
、『
江
家
次
第
』
巻
四
除
目
も
参
照
し
た
。

（
27
） 

早
川
庄
八「
選
任
令
・
選
叙
令
と
郡
領
の「
銓
擬
」」（『
日
本
古
代
官
僚
制
の
研
究
』

岩
波
書
店
、
一
九
八
六
、
初
出
は
一
九
八
四
）。

（
28
） 

玉
井
力
ａ
「
平
安
時
代
の
除
目
に
つ
い
て
」（『
平
安
時
代
の
貴
族
と
天
皇
』
岩

波
書
店
、
二
〇
〇
〇
、
初
出
は
一
九
八
四
）、
ｂ
「『
紀
家
集
』
紙
背
文
書
に
つ
い
て
」

（
同
書
、
初
出
は
一
九
八
四
）
参
照
。
な
お
『
西
宮
記
』
巻
二
除
目
に
は
「
蔵
人
頭
、

於　
二

御
前　
一

選　
二

定
申
文　
一

。」
と
見
え
て
い
る
。

（
29
） 

未
給
、
名
替
、
国
替
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
註
（
６
）・（
８
）
参
照
。

（
30
） 

前
掲
註
（
28
）
玉
井
ａ
論
文
。



年官ノート

395

（
31
） 

前
掲
註
（
１
）
時
野
谷
論
文
。

（
32
） 
大
津
透「
律
令
国
家
の
展
開
過
程
」（『
律
令
国
家
支
配
構
造
の
研
究
』岩
波
書
店
、

一
九
九
三
）、「
平
安
中
後
期
の
国
家
論
の
た
め
に
」（『
日
本
古
代
史
を
学
ぶ
』
岩
波
書

店
、
二
〇
〇
九
、
初
出
は
二
〇
〇
六
）。

（
33
） 

吉
川
真
司「
摂
関
政
治
の
転
成
」（『
律
令
官
僚
制
の
研
究
』塙
書
房
、
一
九
九
八
、

初
出
一
九
九
五
）、「
平
安
京
」（『
日
本
の
時
代
史
５　

平
安
京
』
吉
川
弘
文
館
、

二
〇
〇
二
）。

（
34
） 

山
口
英
男「
十
世
紀
の
国
郡
行
政
機
構
」（『
史
学
雑
誌
』一
〇
〇―

九
、一
九
九
一
）。

（
35
） 

森
公
章「
雑
色
人
郡
司
と
十
世
紀
以
降
の
郡
司
制
度
」（『
古
代
郡
司
制
度
の
研
究
』

吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
〇
、
初
出
は
一
九
九
八
・
一
九
九
九
）。

＊
史
料
の
引
用
に
あ
た
っ
て
は
、『
御
堂
関
白
記
』、『
小
右
記
』
は
大
日
本
古
記
録
、『
西

宮
記
』、『
北
山
抄
』、『
江
家
次
第
』
は
新
訂
増
補
故
実
叢
書
と
神
道
大
系
、『
江
次
第

鈔
』
は
続
々
群
書
類
従
、『
除
目
抄
』、『
伝
宣
草
』、『
康
平
記
』
は
群
書
類
従
、『
朝
野

群
載
』、『
類
聚
符
宣
抄
』、『
令
集
解
』
は
新
訂
増
補
国
史
大
系
、
養
老
令
は
日
本
思
想

大
系
『
律
令
』
を
使
用
し
た
。
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表
〈『
御
堂
関
白
記
』『
小
右
記
』
に
見
え
る
「
公
卿
給
」
関
連
記
事
一
覧
〉

番
号

出
典

年
月
日

直
前
除
目
（
執
筆
）

直
物

内
容

備
考

①

『
御
』

寛
弘
元
（
一
〇
〇
四
）
九
・
十
四

八
・
二
十
九　
（
藤
原
道
長
）

―

大
外
記
滋
野
善
言
に
「
公
卿
給
」
を
下
す
。

＠
道
長
邸

②―

１

『
御
』

寛
弘
四
（
一
〇
〇
七
）
正
・
二
十
四

十
二
・
十
六
（
藤
原
道
長
）

四
・
二
十
八

大
外
記
滋
野
善
言
に
「
公
卿
給
」
を
下
す
。

＠
道
長
邸

②―

２

『
御
』

寛
弘
四
（
一
〇
〇
七
）
四
・
二
十
八

十
二
・
十
六
（
藤
原
道
長
）

四
・
二
十
八

直
物
に
奉
仕
（
上
卿
ヵ
）。

③

『
御
』

寛
弘
五
（
一
〇
〇
八
）
二
・
十

一
・
二
十
八　
（
藤
原
道
長
）

六
・
二
十
一

大
外
記
滋
野
善
言
に
「
公
卿
給
」
を
下
し
、
式
部
丞
藤
原
資
業

に
「
停
任
」「
二
合
」
を
下
す
。

＠
道
長
邸

④―

１

『
御
』

長
和
二
（
一
〇
一
三
）
三
・
十
一

一
・
二
十
四　
（
藤
原
道
長
）

四
・
十
五

大
外
記
菅
野
敦
頼
に
「
公
卿
給
」
を
下
す
。

＠
道
長
邸
ヵ

④―

２

『
御
』

長
和
二
（
一
〇
一
三
）
四
・
十
五

一
・
二
十
四　
（
藤
原
道
長
）

四
・
十
五

直
物
に
奉
仕
（
上
卿
ヵ
）。

⑤―

１

『
御
』

長
和
四
（
一
〇
一
五
）
十
二
・
十
一

十
・
二
十
八
（
参
議
左
大
弁
源
道
方
）

十
二
・
二
十
七

藤
原
頼
任
が
「
公
卿
給
」
を
持
参
。

道
長
、
左
大
臣
・
准
摂
政

＠
東
宮
（
敦
成
親
王
）
の
道
長
宿
所

⑤―

２

『
御
』

長
和
四
（
一
〇
一
五
）
十
二
・
二
十
七

十
・
二
十
八
（
参
議
左
大
弁
源
道
方
）

十
二
・
二
十
七

直
物
に
奉
仕
（
上
卿
ヵ
）。

⑥―

１

『
御
』

長
和
五
（
一
〇
一
六
）
四
・
二

二
・
十
六　
（
参
議
左
大
弁
源
道
方
）

四
・
二
十
八

右
大
臣
藤
原
顕
光
・
内
大
臣
公
季
に
「
公
卿
給
」
を
送
り
、
直

物
を
行
う
よ
う
指
示
。
し
か
し
両
人
と
も
辞
退
。

道
長
、
摂
政
・
左
大
臣
（
十
二
・
七
ま
で
）

⑥―

２

『
小
』

長
和
五
（
一
〇
一
六
）
四
・
三

二
・
十
六　
（
参
議
左
大
弁
源
道
方
）

四
・
二
十
八

道
長
か
ら
上
卿
を
依
頼
さ
れ
る
。
し
か
し
先
例
不
快
と
し
て
辞

退
す
る
。

実
資
、
大
納
言

⑥―

３―

ａ
『
御
』

長
和
五
（
一
〇
一
六
）
四
・
四

二
・
十
六　
（
参
議
左
大
弁
源
道
方
）

四
・
二
十
八

天
慶
年
間
の
直
物
に
は
、
大
中
納
言
が
上
卿
を
勤
め
た
例
が
あ

る
と
す
る
。

⑥―

３―

ｂ
『
小
』

長
和
五
（
一
〇
一
六
）
四
・
四

二
・
十
六　
（
参
議
左
大
弁
源
道
方
）

四
・
二
十
八

道
長
か
ら
、
直
物
の
上
卿
を
他
の
公
卿
（
摂
政
で
あ
る
道
長
以

外
の
公
卿
）
に
行
わ
せ
る
場
合
の
「
公
卿
給
」
の
扱
い
に
つ
い

て
問
い
合
わ
せ
を
受
け
る
。

⑥―

４

『
御
』

長
和
五
（
一
〇
一
六
）
四
・
十
五

二
・
十
六　
（
参
議
左
大
弁
源
道
方
）

四
・
二
十
八

大
外
記
小
野
文
義
に
「
公
卿
給
」
を
下
す
。
摂
政
在
職
時
の
「
前

例
」
を
示
す
。

＠
道
長
邸
（
方
忌
先
）

⑥―

５

『
御
』

長
和
五
（
一
〇
一
六
）
四
・
二
十
八

二
・
十
六　
（
参
議
左
大
弁
源
道
方
）

四
・
二
十
八

直
物
が
行
わ
れ
る
。

⑦

『
小
』

寛
仁
三
（
一
〇
一
九
）
十
一
・
二
十
八
《
初
》
十
・
十
（
参
議
左
大
弁
源
道
方
）
十
二
・
二
十
一

直
物
の
予
定
で
あ
っ
た
が
、い
ま
だ
「
公
卿
給
」
が
下
さ
れ
ず
。

十
二
・
十
一
以
降
に
延
引
。

摂
政
は
内
大
臣
藤
原
頼
通

⑧

『
小
』

治
安
元
（
一
〇
二
一
）
十
・
八

八
・
二
十
九　
（
藤
原
実
資
）

十
・
八

直
物
の
上
卿
を
勤
め
る
。
除
目
清
書
の
際
の
加
任
者
は
大
間
書

に
な
い
た
め
、「
公
卿
給
」
に
記
さ
れ
ず
。
ま
た
直
物
終
了
後
、

「
停
任
」「
二
合
」
を
陣
後
で
式
部
丞
藤
原
良
任
に
下
す
。

⑨―

１

『
小
』

治
安
三
（
一
〇
二
三
）
十
一
・
二
十
五

十
・
五
（
藤
原
実
資
）・
十
・
十

十
二
・
十
五

「
公
卿
給
」「
停
任
」
を
大
外
記
清
原
頼
隆
に
下
す
。

＠
実
資
邸

⑨―

２

『
小
』

治
安
三
（
一
〇
二
三
）
十
二
・
十
五

十
・
五
（
藤
原
実
資
）・
十
・
十

十
二
・
十
五

直
物
の
上
卿
を
勤
め
る
。

⑨―

３

『
小
』

治
安
三
（
一
〇
二
三
）
十
二
・
十
七

十
・
五
（
藤
原
実
資
）・
十
・
十

十
二
・
十
五

式
部
丞
源
経
長
に
「
停
任
」
を
下
す
（「
除
目
後
、
可
早
下
」）。

＠
実
資
邸

⑩―

１

『
小
』

万
寿
元
（
一
〇
二
四
）
十
一
・
二

十
・
十
七
（
藤
原
実
資
）

十
二
・
十
六

大
間
書
と
成
文
を
大
外
記
清
原
頼
隆
に
下
し
、「
公
卿
給
」
を

作
成
さ
せ
て
い
る
。

頼
隆
は
実
資
の
家
司

⑩―

２

『
小
』

万
寿
元
（
一
〇
二
四
）
十
一
・
九

十
・
十
七
（
藤
原
実
資
）

十
二
・
十
六

頼
隆
が
大
間
書
と
成
文
を
返
却
。
実
資
は
「
公
卿
給
」
の
土
代

を
見
せ
る
よ
う
に
要
求
。
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⑩―
３

『
小
』

万
寿
元
（
一
〇
二
四
）
十
二
・
十

十
・
十
七
（
藤
原
実
資
）

十
二
・
十
六

「
公
卿
給
」「
二
合
」「
停
任
」
を
大
外
記
に
清
原
頼
隆
に
下
す
。

＠
実
資
邸

⑩―

４

『
小
』

万
寿
元
（
一
〇
二
四
）
十
二
・
十
六

十
・
十
七
（
藤
原
実
資
）

十
二
・
十
六

直
物
の
上
卿
を
勤
め
る
。

⑩―

５

『
小
』

万
寿
元
（
一
〇
二
四
）
十
二
・
十
九

十
・
十
七
（
藤
原
実
資
）

十
二
・
十
六

「
二
合
」「
停
任
」
を
式
部
丞
源
則
成
に
下
す
。

＠
実
資
邸
？

⑪

『
小
』

万
寿
二
（
一
〇
二
五
）
三
・
十
一

正
・
二
十
九
（
藤
原
実
資
）

六
・
二
十
七

「
公
卿
給
」「
二
合
」「
停
任
」
の
三
通
を
大
外
記
清
原
頼
隆
に

下
す
。

実
資
直
物
の
上
卿
を
勤
め
る
（『
左
経
記
』）

＠
実
資
邸
？

⑫―

１

『
小
』

万
寿
二
（
一
〇
二
五
）
十
二
・
四

十
・
二
十
一
（
藤
原
実
資
）

―

関
白
頼
通
に
貸
し
出
し
て
い
た
大
間
書
が
返
却
さ
れ
、
そ
れ
を

清
原
頼
隆
に
下
す
。
ま
た
「
公
卿
給
」
を
作
成
さ
せ
る
た
め
、

申
文
（
成
文
）
も
下
す
。

当
該
部
分
「
為
令
仰
公
卿
申
文
等
加
給
」
だ
が
、
頭
書
「
公
卿

給
事
」
よ
り
「
給
」
字
を
補
い
「
為
令
仰
公
卿
給
申
文
等
加
給
」

と
考
え
た
。

⇒

万
寿
元
十
一
・
二
、同
四
十
二
・
二
、長
元
二
十
二
・
五
条
参
照

⑫―

２

『
小
』

万
寿
二
（
一
〇
二
五
）
十
二
・
十
四

十
・
二
十
一
（
藤
原
実
資
）

―

官
奏
な
ど
の
後
、
陣
に
お
い
て
「
公
卿
給
」「
二
合
」「
停
任
」

を
大
外
記
清
原
頼
隆
に
下
し
、陣
後
に
お
い
て「
二
合
」「
停
任
」

を
蔵
人
式
部
丞
備
通
（
橘
済
通
ヵ
）
に
下
す
。

＠
陣
座

⑬―

１

『
小
』

万
寿
四
（
一
〇
二
七
）
二
・
二

正
・
二
十
七
（
藤
原
実
資
）

三
・
十
六

関
白
頼
通
に
貸
し
出
し
て
い
た
大
間
書
が
返
却
さ
れ
、
そ
れ
を

大
外
記
清
原
頼
隆
に
下
し
、「
直
物
料
」
の
「
公
卿
給
」
を
作

成
さ
せ
た
。

⑬―

２

『
小
』

万
寿
四
（
一
〇
二
七
）
三
・
十
三

正
・
二
十
七
（
藤
原
実
資
）

三
・
十
六

頼
隆
が「
公
卿
給
」を
持
参
。
清
書
の
の
ち
下
す
こ
と
と
す
る
。

⑬―

３

『
小
』

万
寿
四
（
一
〇
二
七
）
三
・
十
四

正
・
二
十
七
（
藤
原
実
資
）

三
・
十
六

「
公
卿
給
」「
二
合
」「
停
任
」
を
外
記
（
頼
隆
？
）
に
下
す
。

＠
実
資
邸

⑬―

４

『
小
』

万
寿
四
（
一
〇
二
七
）
三
・
十
五

正
・
二
十
七
（
藤
原
実
資
）

三
・
十
六

「
二
合
」「
停
任
」
を
式
部
丞
源
経
任
に
下
す
。

＠
実
資
邸

⑬―

５

『
小
』

万
寿
四
（
一
〇
二
七
）
三
・
十
六

正
・
二
十
七
（
藤
原
実
資
）

三
・
十
六

直
物
の
上
卿
を
勤
め
る
。

⑭―

１

『
小
』

長
元
二
（
一
〇
二
九
）
二
・
五

正
・
二
十
四
（
藤
原
実
資
）

四
・
十
一

大
間
書
、
成
文
を
大
外
記
清
原
頼
隆
に
下
し
、「
公
卿
給
」
を

作
成
さ
せ
る
。

⑭―

２

『
小
』

長
元
二
（
一
〇
二
九
）
三
・
二

正
・
二
十
四
（
藤
原
実
資
）

四
・
十
一

頼
隆
に
「
公
卿
給
」「
二
合
」「
停
任
」
を
下
す
。

＠
実
資
邸

⑮―

１

『
小
』

長
元
四
（
一
〇
三
一
）
三
・
二
十
二

二
・
十
七　
（
藤
原
教
通
）

三
・
二
十
八

内
大
臣
藤
原
教
通
が
陣
の
南
座
に
お
い
て
「
公
卿
給
」「
二
合
」

「
停
任
」
を
下
し
た
。
こ
れ
に
つ
き
実
資
「
多
於
家
下
給
欤
」。

＠
陣
座

⑮―

２

『
小
』

長
元
四
（
一
〇
三
一
）
三
・
二
十
三

二
・
十
七　
（
藤
原
教
通
）

三
・
二
十
八

先
の
教
通
の
行
為
を
、
大
外
記
小
野
文
義
も
異
例
と
す
る
。

⑯―

１

『
小
』

長
元
五
（
一
〇
三
二
）
十
二
・
二

十
・
二
十
六
（
藤
原
実
資
）

―

「
公
卿
給
」「
二
合
」「
停
任
」
を
大
外
記
小
野
文
義
に
下
す
。

＠
実
資
邸

⑯―

２

『
小
』

長
元
五
（
一
〇
三
二
）
十
二
・
四

十
・
二
十
六
（
藤
原
実
資
）

―
「
二
合
」「
停
任
」
を
式
部
丞
藤
原
兼
安
に
下
す
。

＠
実
資
邸
？

⑯―

３

『
小
』

長
元
五
（
一
〇
三
二
）
十
二
・
十
二

十
・
二
十
六
（
藤
原
実
資
）

―
関
白
頼
通
が
、大
外
記
小
野
文
義
に
除
目
の
執
筆
で
な
い
者
が
、

直
物
の
上
卿
を
勤
め
た
例
を
勘
申
す
る
よ
う
指
示
。
近
代
に
は

そ
の
例
見
え
ず
と
す
る
。

実
資
、
穢
に
よ
り
直
物
の
上
卿
を
勤
め
ら
れ
な
く
な
る
。

⑯―

４

『
小
』

長
元
五
（
一
〇
三
二
）
十
二
・
十
四

十
・
二
十
六
（
藤
原
実
資
）

―

文
義
の
勘
申
に
対
し
、
実
資
は
『
清
慎
公
記
』
天
徳
四
・
十
・
九

条
に
他
の
公
卿
に
直
物
の
上
卿
を
行
わ
せ
た
例
が
あ
る
と
す

る
。
ま
た
、
直
物
の
こ
と
は
天
皇
（
関
白
）
が
関
与
す
る
こ
と

で
は
な
く
、
執
筆
の
裁
量
に
あ
る
と
す
る
。

（
註
１
）　
『
御
』
は
『
御
堂
関
白
記
』、『
小
』
は
『
小
右
記
』
を
示
す　
（
註
２
）　

除
目
は
原
則
竟
日　
（
註
３
）　

網
掛
け
部
は
、
摂
政
儀
（
直
廬
に
よ
る
除
目
）
を
示
す


